
 

 

 

 

Ⅰ．基本設計  

Ⅰ－１．水路工（開水路）  



Ⅰ－１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  表紙 

 

平成○○年度 

 

○○○○○事業 
 

○○○水路基本設計業務 
 

報告書 
 
 
 
 

○○編（○／○） 
 
 
 

平成○○年○月 

 

 

 

 

 

○○農政局 
○○事業所 

 
 
 

○○コンサルタント(株) 

 



Ⅰ－２ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

まえがき まえがき 

 

 

(1) 業務の目的・対象及び成果の特徴、業務概要（業務名、業

務場所、業務期間、業務内容、報告書の構成、発注者、請

負者の業務担当部署、照査技術者、管理技術者、主な担当

者）を１ページ程度にまとめて記述する。 

 

 

まえがき（例） 

 

本業務は、○○農政局○○事業計画に基づき○○用水路の基本設計を行うものである。 

 

 

本業務の概要は次のとおりである。 

   

  業 務 名：平成○○年度○○事業○○業務 

  業 務 場 所：○○県○○郡○○町大字○○地先 

  業 務 期 間：着手 平成○○年○月○○日から 

         完了 平成○○年○月○○日まで 

  業 務 内 容： 

項  目 内   容 数  量 備  考 

基 準 点 測 量 ○○点 ○級 

路 線 測 量 ○,○○○.○○m  測  量 

平 面 測 量 ○.○ha  

地質調査 ボーリング調査 ○○ヶ所 ○○m 孔径φ○○ 

水 路 工 ○,○○○m 計画流量 Q=○.○○○m3/s 

○ ○ 施 設 ○○ヶ所  

○ ○ 施 設 ○○ヶ所  
設  計 

付 帯 工 

○ ○ 施 設 ○○ヶ所  

 

  報告書の構成：業務報告書（数量計算書、添付資料を含む）  （○部） 

         添付図面（全○枚）             （○部） 

         同上原稿・原図               （一式） 

  発 注 者：○○農政局○○事業所（○○課） 

         主任監督職員 ○○ ○○ 

         監 督 職 員 ○○ ○○ 

  請 負 者：○○会社（○○支店○○部） 

         ○○県○○市○○町○○丁目○○番地 

         TEL：○○○-○○○-○○○○ 

         FAX：○○○-○○○-○○○○ 

         E-mail：○○○@○○.○○.jp 

         照査技術者  ○○ ○○ 

         管理技術者  ○○ ○○ 

         担 当 者  ○○ ○○ 

 



Ⅰ－３ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

位置図 位置図 

・位置図は、S=1/50,000～1/5,000 の図面または略図により水

路の位置及び名称と業務範囲を明示する。 

 

 

 



Ⅰ－４ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

業務成果概要書 

 (1)業務カルテ 

 

・業務カルテは、AGRIS の「業務実績情報」の内容を、右記の

様式に転記する。AGRIS へ登録を要しない場合も、この様式

を作成する。 

 

 業務成果概要書 

(1) 業務カルテ 

登録データ項目 登録内容 

業務名称  

主な業務の内容  

着手年月日  履行機関 

完了年月日  

契約金額  

契約方式  

契約形態  

契約変更日  

契約変更回数  

登録区分  

AGRIS 登録番号  

業務対象地域及び名称  

業務対象水系・路線及び名称  

発注機関  

発注機関事務所名等  

発注部署名  

郵便番号  

所在地／都道府県  

所在地／住所  

電話番号  

担当者氏名  

発注機関 

担当者氏名カナ  

業務分野  

漢字  管理技術者  

       カナ  

漢字  照査技術者  

       カナ  

漢字  担当技術者  

       カナ  

担当業務分野  

業務キーワード  

業務概要   



Ⅰ－５ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (2)設計成果総括表 ・設計成果総括表は、「設計業務照査の手引書」総括表を用

い、所定事項は「設計業務照査の手引書作成要領」を参照し

て記述する。ただし、「設計業務照査の手引書」に準拠した

照査を義務付けるものではない。発注者は、「設計業務照査

の手引書」による照査を求める場合は、その旨を特別仕様書

に明示すること。 

 

    (2)設計成果総括表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（「設計業務照査の手引書」を引用） 



Ⅰ－６ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (3)納入成果物リスト 

  (3.1)設計業務 

 

 

 

 

 

 

(3.2)測量業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.3)地質調査業務 

 

 

 

 

   (4)貸与資料 

 

・納入成果物リストは、納入する成果物の名称・部数等の目録を

記述する。 

 

   (3)納入成果物リスト 

  (3.1)設計業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

報告書 A○ ○部 装丁 市販ファイル綴じ（又は金文字黒表紙） 

同上原稿 〃 ○部  

設計図 A○ ○部 ○○枚 

同上原図 〃 ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚 CD-R 

  (3.2)測量業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

測量図面 A○ ○部 ○○枚 青焼図面袋入り 

測量原図 〃 ○式 ポリエステルフィルム 

観測手簿 A○ ○式  

基本設計 A○ ○部  

引照点調書 A○ ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚 CD-R 

  (3.3)地質調査業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

土質調査報告書 A○ ○部 装丁 市販ファイル綴じ（又は金文字黒表紙） 

同上原稿 〃 ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚 CD-R 

   (4)貸与資料 

名 称 発行者 発行年月 報告書内の略称 

土地改良事業計画書 
○○農政局 

○○事業所 
H○.○ 事業計画書 

○○地区・調査設計指針 〃 H○.○ 調査設計指針 

平成○○年度 ○○地区 

○○水路 調査計画業務 報告書 
〃 H○.○ 調査計画 

 

 



Ⅰ－７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (5)設計業務の照査 ・「設計業務照査の手引書(案)」(以下「照査手引き書」という)

による照査実施の有無を記述する。照査結果については、別添

とする。 

   (5)設計業務の照査 

本業務は、農村振興局制定「設計業務照査の手引書(案)」により照査を行った。詳細は別添○○参照。 

 

1)第 1 回  H○○.○○.○○  打合せ内容及び設計レイアウトについて 

2)第 2 回  H○○.○○.○○  設計内容（形式・構造）について 

3)第 3 回  H○○.○○.○○  完成時 

 

 



Ⅰ－８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

目次 

 

・報告書の構成順に記載する。 

・添付資料は個々に目次を付けるものとするが、資料枚数等に

より分冊する場合は頁 No.を付さずに別途と記載する。 

添付資料の様式は特に定めないが、本文で記述した事項に関す

る計算・分析資料及び参考資料、現地調査結果、現場写真、照

査手引書による照査結果等を本文と容易に照応出来るように編

集し添付すること。 

 

 

目    次 

 

まえがき 

位置図 

     業務成果概要書 
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Ⅰ－９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 
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  5.1 設計基準値等 ････････････････････････････････････････････○○ 

   5.1.1 計算式・係数等 ･･････････････････････････････････････○○ 

   5.1.2 許容流速 ････････････････････････････････････････････○○ 

   5.1.3 余裕高さ ････････････････････････････････････････････○○ 

   5.1.4 その他 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

  5.2 設計に用いる流量・水位の決定 ････････････････････････････○○ 

   5.2.1 設計流量・設計水位 ･･････････････････････････････････○○ 

   5.2.2 最多頻度流量 ････････････････････････････････････････○○ 

   5.2.3 最小流量 ････････････････････････････････････････････○○ 

   5.2.4 設計流入洪水流量 ････････････････････････････････････○○ 

  5.3 調整水位の決定 ･･････････････････････････････････････････○○ 

  5.4 水理縦断の設計 ･･････････････････････････････････････････○○ 

   5.4.1 比較検討 ････････････････････････････････････････････○○ 

   5.4.2 水理基本縦断 ････････････････････････････････････････○○ 

  5.5 通水断面の設計 ･･････････････････････････････････････････○○ 

   5.5.1 比較検討経過 ････････････････････････････････････････○○ 

   5.5.2 標準断面 ････････････････････････････････････････････○○ 

第６章 通水施設の構造設計 ･････････････････････････････････････○○ 

  6.1 設計基準値等 ････････････････････････････････････････････○○ 



Ⅰ－１０ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

   6.1.1 荷重 ････････････････････････････････････････････････○○ 

       6.1.2 材料の強度 ･･････････････････････････････････････････○○ 

   6.1.3 その他 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

  6.2 開水路 ･･････････････････････････････････････････････････○○ 

   6.2.1 構造形式の決定 ･･････････････････････････････････････○○ 

   6.2.2 構造設計 ････････････････････････････････････････････○○ 

   6.2.3 基礎工 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

   6.2.4 標準構造図 ･･････････････････････････････････････････○○ 

 

第７章 分水・量水・調整施設の設計 ･････････････････････････････○○ 

  7.1 分水施設 ････････････････････････････････････････････････○○ 

  7.2 量水施設 ････････････････････････････････････････････････○○ 

  7.3 水位調整施設 ････････････････････････････････････････････○○ 

  7.4 余水吐 ･･････････････････････････････････････････････････○○ 

  7.5 放水工 ･･････････････････････････････････････････････････○○ 

 

第８章 その他施設の設計 ･･･････････････････････････････････････○○ 

  8.1 法面保護工 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

  8.2 安全施設 ････････････････････････････････････････････････○○ 

  8.3 管理用道路 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

  8.4 除塵施設 ････････････････････････････････････････････････○○ 

 

第９章 環境との調和への配慮･･･････････････････････････････････○○ 

 

第１０章 コスト縮減対策 ･･･････････････････････････････････････○○ 

 10.1 コスト縮減対策の提案等 ･･････････････････････････････････○○ 

  10.1.1 ****工に関するコスト縮減対策の検討 ･･････････････････○○ 

  10.1.2 ****施設に関するライフサイクルコスト低減の検討 ･･････○○ 

  

第１１章 施工計画 ･････････････････････････････････････････････○○ 

 11.1 工法の選定 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

 11.2 仮設計画 ････････････････････････････････････････････････○○ 

  11.2.1 仮設用地計画 ････････････････････････････････････････○○ 

  11.2.2 工事用道路計画 ･･････････････････････････････････････○○ 

  11.2.3 用水確保計画 ････････････････････････････････････････○○ 

  11.2.4 仮排水計画 ･･････････････････････････････････････････○○ 

 



Ⅰ－１１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※付属資料には、協議資料等重要な資料を添付する。 

 

  11.2.5 その他 ･･････････････････････････････････････････････○○ 

11.3 工事用資・機材計画 ･･････････････････････････････････････○○ 

 11.4 施工計画 ････････････････････････････････････････････････○○ 

 11.5 環境対策 ････････････････････････････････････････････････○○ 

 11.6 工程計画 ････････････････････････････････････････････････○○ 

 

第１２章 工事費の概算 ･････････････････････････････････････････○○ 

  12.1 概算条件 ････････････････････････････････････････････････○○ 

  12.2 工事費概算書 ････････････････････････････････････････････○○ 

 

第１３章 今後の課題 ･･･････････････････････････････････････････○○ 

  13.1 調査に関すること ････････････････････････････････････････○○ 

  13.2 設計内容に関すること ････････････････････････････････････○○ 

  13.3 工事費に関すること ･･････････････････････････････････････○○ 

  13.4 その他 ･･････････････････････････････････････････････････○○ 

 

付属資料 

1. 業務特別仕様書 ････････････････････････････････････････････付属-○○ 

2. 業務打合せ記録 ････････････････････････････････････････････付属-○○ 

3. 協議資料 ･･････････････････････････････････････････････････付属-○○ 

 

(例１) 添付資料 ･･･････････････････････････････････････････････････････△△  (※分冊しない場合) 

1. 数量計算書 ････････････････････････････････････････････････△△ 

2. 構造計算書 ････････････････････････････････････････････････△△ 

3. 水理計算書 ････････････････････････････････････････････････△△ 

4. 工事費概算資料 ････････････････････････････････････････････△△ 

:.   ：  ･･････････････････････････････････････････････････△△ 

設計図 ･････････････････････････････････････････････････････････別途 

 

(例２) 添付資料 ･･･････････････････････････････････････････････････････別途  (※分冊する場合) 

1. 数量計算書 

2. 構造計算書 

3. 水理計算書 

4. 工事費概算資料 

:.   ：   

設計図 ･････････････････････････････････････････････････････････別途 

 

 



Ⅰ－１２ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 設計の目的 

1.1  基本設計に至る経緯 

 

 

 

 

 

 

 

＜各章共通事項＞ 

(1)様式に記載の「項目」のうち、業務内容に含まないものは、

「業務対象外」又は「○○で指定のとおり」と記し、必要

に応じて簡潔な説明を付記する。 

(2)様式の「項目」以外の事項を追加する場合は、適宜に項目

を設けて記述する。 

(3)業務内容に施工計画の検討や工事費の概算を含まない場合

は、  それに応じて章 No を適宜繰り上げる。ただし、最

終章に今後の課題を必ず設けて、所要の事項を記述する。 

(4)各節又は小節の冒頭に当該項目の要旨を箇条書きなどで記

述し、以下に順次説明を簡潔に記述する。 

(5)説明文が冗長になるのを避けるために、簡単な模式図や絵

などを説明文と併用するのが望ましい。 

(6)記述の根拠を必ず明示する。根拠とした図書・資料名等及

び引用部分のページ No 等を記載する。 

(7)以下の記載要領における「記述する」・「付記する」等は、

「説明すべき事項を具体的、かつ、簡潔に記述する」の意

である。 

(8)留意事項 

記載例はあくまでも項目や記載要領を具体的に示したも

のであり、実際の報告書作成に当たっては各担当者におい

て適宜工夫して作成するものと考えている。 

  なお、記載例は各章各項相互の整合について特に考慮して

いない。 

 

a)事業計画書・全体実施設計書・その他設計対象に関する検討

資料と関連づけて、この基本設計を実施するに至った経緯を

記述する。 

b)事業における設計対象施設の位置付けを付記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章  設計の目的 

1.1  基本設計に至る経緯 

（例） 本業務は、平成○年度に全体実施設計が行われている。また、○○年から○○年にかけて基本設計が上流支線より行

われてきており、本業務の対象区間である○○工区を残すのみである。従って、○○事業の一環として建設される○○

○用水路の実施設計の方針を確立するために、○○工区の最下流○.○○ｍ区間（No.○○～No.○○）について基本設

計を実施する。 

    また、ここ数年の間に「土地改良設計基準」の大幅な改訂がなされており、用水路や付帯施設の安全管理や、水理シ

ステム計画・構造計算など新基準に沿った見直しが必要となっている。 

    設計対象区間は、○○用水○○支線の最下流に位置し、末端の県営○○事業○○用水路に送水する用水施設である。 

 

  



Ⅰ－１３ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.2  基本設計の目的 

 

a)当該基本設計の目的を箇条書き等で記述する。 

b)設計対象の区間及び検討すべき範囲についても記述する。 

c)設計に当たって、特に重視した事項があれば付記する。 

 

1.2  基本設計の目的 

（例） ・目的 

   本業務は、○○農地防災事業計画に基づき○○○用水路の基本設計を行うものである。 

・設計対象区間及び検討すべき範囲 

   No.○○＋○○.○○ ～ No.○○＋○○.○○ (位置図参照) 

・設計に当って、特に重視した事項 

設計流量に対する水路断面を決定する際に、下記の留意事項を考慮し決定する。 

1)定比分水工がある場合を除いては上流断面より下流断面を小さくしない。 

2)現況断面をできるだけ確保した水路幅とする。 

3)住宅用地及び雑排水管の布設を考慮した水路幅とする。 

4)満水時通水可能量/設計流量=1.2 以上とする。 

 



Ⅰ－１４ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ２ 章  設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 水路組織の基本構造 

 

 

 

 

2.1.1 用水系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) この章では、この業務に対する基本的な与件及び責任範囲

を明らかにするために、発注者が示した基本的な設計条件

及び提示された資料や現地調査によって明らかになった基

本設計に関する基本的な条件を明確にする。 

(2) 様式の全項目を記載し、設計対象外の項目はその旨を明記

する。ただし、設計対象外の事項に関連して、この基本設

計の条件として取扱った事項があれば、その内容を記述す

る。 

(3) 各項目のうち、未定あるいは設計条件等が不明なものなど

については、その旨を明記し、この業務における取扱いを

記述する。  

   例. 「○○は未定。この業務で検討・決定する。（設計計

画の項参照）」 

 

a)様式の各項目ごとに、発注者が設計条件として示した基本機 

能・基本諸元等を記述する。 

b)機能・諸元の根拠（例：計画書・全計書・○○報告書等）を

必ず記述する。 

 

a)設計対象区間に関連する範囲における、幹線から最末端水路

に至る水路系統とそれぞれの受益面積・計画用水量等。 

b)略図などで概要を記述し、用水系統が記載されている資料名

の明記をもって説明に代えてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 章  設計条件 

（例）   本業務は、○○農地防災事業計画に基づき、○○○用水路の基本設計を行うものであり、用水路の断面及び構造

形式を選定することを基本とする。水路断面及び構造形式の決定の手順は下記のとおりである。 

 

断面・構造形式の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 水路組織の基本構造    

 

 

 

 

  2.1.1 用水系統 

（例）   水路断面決定のための計画用水量は、射流分水工等の定比分水工以外は上流側の本線流量から分水工分水量を減

じないこととなっている。よって全体計画書の幹線用水路期別用水量表 P○○より下記のとおりである。 

・○○堰幹線○○分水工地点 

計画最大用水量（6月 6半旬）    ○.○○○ m3/s 

普通期最大用水量（7月 1半旬）   ○.○○○ m3/s 

・○○掛かり分 

分水以降 IP.○○（No. ○○＋○○.○○○）～No. ○○＋○○.○○○ 

計画最大用水量 =○.○○○ m3/s 

普通期最大用水量=○.○○○ m3/s 

分水前 No. ○○～IP.○○（No. ○○＋○○.○○○） 

計画最大用水量 =○.○○○ m3/s 

普通期最大用水量=○.○○○ m3/s  

○○直轄の分水については、位置を全体計画書に合わせ IP.○○（No.○○＋○○.○○○）とし、その位置で

全分水量が分水されるのでは無く、その位置までの間に分水される総量とのことである。   

 

 

 

 

 

(1)設計流量の算定 

 

(2)水路断面の算定 

 

(3)構造型式の検討 

 

断面・構造の決定 



Ⅰ－１５ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 水路形式・水管理方式 

(1)水路形式 

 

(2)水管理方式 

 

 

2.1.3 路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)開水路形式、開水路・管水路複合形式など。 

 

a)供給主導型、半需要主導型、需要主導型など。 

 

 

a)設計区間を含む水路の名称・所在地、設計区間の始点・終点

を明示する。 

b)この業務に路線選定（部分修正含む）を含む場合は、選定に

関する条件・指定事項を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-○.○ 計画用水系統模式図 

 

2.1.2 水路形式・水管理方式 

(1)水路形式 

（例）      開水路形式                             （○○報告書 P○○） 

     (2)水管理方式 

（例）      供給主導型                             （○○報告書 P○○） 

 

  2.1.3 路線 

（例）   ・水路の名称   ○○○○用水路                      （○○報告書 P○○） 

      ・所在地     ○○県○○市大字○○地先他 

      ・位置  始点   No.○○＋○○.○○ 

           終点   No.○○＋○○.○○ 

      ・延長  ○，○○○ m 

      ・条件・指定事項  路線は、既設用排兼用水路の改修であるため現況水路と同一とする。 



Ⅰ－１６ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.1.4 設計流量・設計水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 通水施設の選定・配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 水位・流量制御方式 

 

 

 

 

 

 

a)設計区間及びその関連範囲における各主要点における設計流

量・設計水位を明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

a)通水施設の工種（開水路・暗渠・トンネル･ サイホン・水路

橋・落差工・急流工等）とそれらの配置に関する条件を記述

する。 

b)発注者が提示した計画路線図及び水理縦断図等を引用して記

述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水位・流量制御施設の要否、制御方式（上流制御・下流制御 

・貯留量制御）、制御施設の配置等に関する条件を記述する。 

 

 

 

 

  2.1.4 設計流量・設計水位 

（例）   1)設計流量                                （○○報告書 P○○） 

1.計画最大用水量 2.排水量（1/10 年確率） 3.普通期用水量＋排水量（1/3 年確率） 4.現況水路通水可

能量のうち水路断面が最大となる流量を設計流量とする。 

尚、排水量算定の際、洪水到達時間は○○○式を使用する。 

      2)設計水位                                （○○報告書 P○○） 

始点：○○分水工の水位は○○路線を参照する。（WL.○○.○○○m） 

終点：○○用水路(施工済み)の引継水位（WL.○○.○○○m）を満足させるものとする。 

 

  2.1.5 通水施設の選定・配置 

（例）   ○道○○号横断部は、現況の暗渠に取り付けるものとして計画する。      （○○報告書 P○○） 

         図-○.○ 計画路線図                   図-○.○ 計画水理縦断図 

 

  2.1.6 水位・流量制御方式 

（例）   分水工の堰上げは、原則として転倒ゲート型式（上流水位制御方式）として設計する。 

      配置は、各分水工の安定取水に必要とするチェック水位を全て確保するよう配置する。 



Ⅰ－１７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.1.7 水頭配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 分水・調整・量水・付

帯施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  自然条件 

2.2.1 地形・地質概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水頭配分に関する条件があれば記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)分水・調整・量水施設及び付帯施設の配置・規模・構造等に

関する条件があれば記述する。 

b)調整施設には水位調整施設・余水吐・放水工の他に調整池を

含めるのが一般的であるが、調整池は、別途業務で基本設計

業務を施行する場合が多いので、ここでは設計対象外として

取扱う。 

c)付帯施設には法面保護工・安全施設・管理施設を含む。 

d)水位調整施設の設計条件に関しては、2.1.6 で記述した事項

と重複を避ける。 

 

 

 

 

 

 

a)設計区間を含む水路系全体の地理的位置、地形・地質概況等

を箇条書きで記述する。 

b)水路周辺の土地利用状況・開発の可能性及び交差あるいは並

行する道路・河川・水路等の概況を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.7 水頭配分 

（例）    「平成○年度水頭配分業務」において、基本的条件となる分水工必要水位、チェック水位が決められ、勾配を

決定している。 

設計流量は、設計基準どおりに計画分水量が加味されたものとなっている。そして、利用できる水頭差の範囲

内で設計流量が流れるように、勾配配分は選定されている。 

また、余水吐を設置できないチェック工では、安全に余水を流下させるために、設計流量は余水込みとなって

る。 

しかし、前業務「平成○年度○○業務」の平均勾配では、○○部の延長が長くなったこと等によりチェック水

位を満足できない。このため、損失水頭を小さくしてチェック水位を満足させるような勾配を選定する。  

 

2.1.8 分水・調整・量水・付帯施設 

（例）   分水工 

本計画における用水計画上の分水工は、IP.○○（No.○○＋○○.○○）付近の 1 箇所であるが、現在の用

水路の機能を損なわないことを前提としている。 

従って、分水工は現形復旧を基本とし、一筆取水については同口径のパイプを、その他の分水工については

最小口径をφ○○㎜として現況布設高と同じ高さに布設する。 

型式としては下記の 4種である。 

・一筆取水……各筆単独で取水するので簡易な分水栓とした。 

・分－1型……現況が角形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分－2型……現況が円形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分－3型……現況が背割り分水であり、同様に取水口を本線と平行として簡易スライドゲートを設ける。 

 

※ その他施設も併記すること 

 

2.2  自然条件 

2.2.1 地形・地質概況 

（例）      ・○○川左岸に位置する△△山地の主河川である○○川の上流域に位置する。 

・北流する○○川の運搬堆積作用によって形成された低地である。 

・流域は、粘板岩・砂岩・チャート等からなる礫を多く含む砂礫層が厚く堆積している。 

・表層～○○mはシルト混じり細砂層が形成され、深度○○～△△mには沖積砂礫層が分布し、その下位は 

□□mで洪積砂礫層である。 

・路線が通る○○○町地内及び○○○町地内は、○○○に民家が接近して建っており、護岸と宅地の離間 

距離が少ない。その近辺には、圃場も広く分布している。 

・○○地区は農振地域指定されていることもあり、大規模な開発の予定は計画されていない。 

・○○箇所、設計路線と道路は交差し、○○箇所水路と平行する。 

     



Ⅰ－１８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.2.2 気象条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  施工条件 

2.3.1 工事等規制の内容と 

対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 工事支障物件の概況 

 

 

2.3.3 工事用道路の概況 

 

 

 

 

 

 

 

a)基本設計の基礎データとなる降水その他の気象条件の概況

を、出典を付して記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)規制の内容・対象範囲及びその根拠となる法令・条例等の名

称も併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

a)水路工事施工に支障又は施工による影響があるとみられる工

作物等の概況を箇条書きする。 

 

a)幹線道路からの工事区間までの進入路の概況を箇条書きす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 気象条件 

（例）   降雨強度式 

○○県農林部発行の「排水計画便覧」より、○○地区の下記の式を採用する。 

1/3 年確率 r=46.566/(t0.667＋0.088) 

1/10 年確率 r=69.671/(t0.667＋0.127) 

1/3 年確率については特性係数法により推定したものである。 

 

1)観 測 所 名     ○○○○気象台  ○○観測所         （事業計画書 P○○） 

2)観 測 期 間     昭和○○年 ～ 平成○○年 （○○年間）    （事業計画書 P○○） 

3)計画基準雨量    1/3 年確率     ○○○.○ mm/日 

                          1/10 年確率    ○○○.○ mm/日         （事業計画書 P○○） 

 

2.3  施工条件 

2.3.1 工事等規制の内容と対象区域 

（例）  (1)法令による規制 

サイホン   No.○○＋○○.○○ ～ No.○○＋○○.○○   河川法 

道路下埋設  No.○○＋○○.○○ ～ No.○○＋○○.○○   道路法 

○○○○○    No.○○＋○○.○○ ～ No.○○＋○○.○○      砂防法 

 

(2)自治体による規制 

     騒音・振動による規制  No.○○＋○○.○○ ～ No.○○＋○○.○○   県公害防止条例 

 

2.3.2 工事支障物件の概況 

（例）   ○○橋より○○橋までの○○○区間は○岸側に民家が隣接し、掘削作業が困難である。 

 

2.3.3 工事用道路の概況 

（例）   ・幹線道路からの進入可能箇所は、道路事情、周辺構造物等により限界がある。 

・○○～○○間の既設水路の○岸道路は集落の生活道路に利用されており、工事中の通行止めは不可能である。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.4  環境・景観等条件 

2.4.1 環境・景観条件 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 文化財・稀少生物 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  その他の設計条件 

 

a)地域が保全につとめている自然環境及び景観のうち、設計・

施工に当たって保全に配慮する必要があると思われる環境条

件の概況を記述する。 

 

 

 

 

a)上記に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)上記各項の他に特記すべき設計条件があれば、箇条書きす

る。 

2.4  環境・景観等条件 

2.4.1 環境・景観条件 

（例）   ・流域内及び水路沿線の住民の生活水準の向上に伴い、生活環境への問題意識が高まり、○○○用水路の環境 

悪化に対して、景観、憩いの場、安心感等、水路環境の整備改善要望が強い。 

・既設護岸を取り壊した廃材は産業廃棄物処理をするか、再利用できるものは骨材等に利用し廃材を減らすよう

努める必要がある。 

・河川の生態系を保全するために、魚巣ブロックを○○m間隔で設置するとともに、底面には玉石と砂を交互に

敷き、魚類が生息しやすい環境となるよう配慮する。 

2.4.2 文化財・稀少生物 

（例）  (1)文化財 

・工事中に埋蔵文化財の発見の可能性がある場合には、文化財保護法に従う旨を工事特別仕様書に記入する。 

・地区周辺は古代○○文化発祥の地で、貴重な文化遺産が集積し、美しい自然の中に静かなたたずまいと、優れ

た景観を残していることから、これらの調和を図る必要がある。 

(2)希少動植物 

○地区に○○群生地がある。従って、○○県環境部と協議し、立ち入らないようにする。 

（○○○○ P○○） 

 

2.5  その他の設計条件 

（例）    10 月から 3月までの約 6ヶ月で工事を行うため、工期的な制約条件がある。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ３ 章 設計計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  路線 

 

 

 

 

 

3.2  水理設計 

 

 

 

 

(1) 前章の設計条件に基づいて、設計者が検討し、決定した設

計に関する基本方針を記述する。 

(2) 様式の全項目を記載し、この業務の対象外のものは、その

旨を明記する。 

(3) 設計方針に関して、設計者が発注者と協議した経緯を記述

した資料を巻末等に必ず添付する。 

(4) 設計等の結果は第４章以降に記述するので、ここでは必要

に応じて結果の要旨だけを記述する。 

(5) この業務で検討の結果、設置しないことにした施設等につ

いては、「不要」又は「設置しない」と記し、その理由を記

述する。 

(6) 用水系統及び水路形式・水管理方式の決定をも含む基本設

計は稀なので、これらに関する項はこの様式では省略して

あるが、業務内容にこれらの決定を含む場合は、この様式

に準じて記述する。 

 

a)設計条件に基づき、用水系統・その他の条件を考慮した路線

選定の基本方針を箇条書きなどで記述する。 

b)現計画路線の問題点と照応できる、具体的な記述が望まし

い。 

c)設計条件に基づいた通水施設の選定・配置に関する方針も記

述する。 

 

a)水路組織における水理機能の一貫性確保に配慮した水理設計

方針となっていることを明確に記述する。 

b)設計に用いる流量・水位の決定方針及び水頭配分に関する方

針を記述する。 

 

 

第 ３ 章 設計計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1  路線 

（例） 路線は、既設用排兼用水路の改修であるため、現況水路と同一とする。 

 

 

 

 

3.2  水理設計 

（例） 水路断面は、下記に示す条件を満足させるものとして決定した。 

(1)水路断面設計流量 

設計流量は、下記の 4つの流量について行うものとする。 

1)Q1（計画最大用水量） 

2)Q2（普通期最大用水量＋1/3 年確率排水量） 

3)Q3（1/10 年確率排水量） 

4)Q4（現況水路通水可能量） 

(2)水路縦断計画 

本計画水路は、用排兼用の水路である。 

従って、排水機能を確保するために、現況水路天端高に合わせた水路縦断計画とする必要がある。 

 

 



Ⅰ－２１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)許容流速 

・最大許容流速は以下のとおりとする。 

・L形水路  FL-1000～1400 Vmax≦2.50m/s 

FL-1600～2200  Vmax≦3.00m/s 

・大型フリューム水路    Vmax≦2.50m/s 

・現場打ち水路       Vmax≦3.00m/s 

・水理的最大許容流速    Vmax≦0.8・Vc      Vc：限界流速 

・最小許容流速は、Vmin≧0.7m/sとする。 

(4)余裕高 

・Q1(計画最大用水量)の場合 

Fb=0.07・ｄ＋ｈv＋α        d:水深 

ｈv:速度水頭=V2/2g 

流  量  α(m) 備  考 

2m3未満 0.050～0.100  

2m3以上 10m3未満 0.075～0.125  

10m3以上 0.100～0.150  

・Q2(普通期最大用水量＋1/3 年確率排水量)の場合 

Fb=0.10m 

・Q3(1/10 年確率排水量) 

Fb=0.07・ｄ＋ｈv＋α   なお、最小余裕高を 0.30m とする。 

(5)流量比 

満水時通水可能量/設計流量=1.2 以上とする。  
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.3 通水施設の構造設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)通水施設（開水路･暗きょ・トンネル･サイホン・水路橋・落

差工･急流工）の構造設計に関する基本方針を、箇条書きなど

で記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 通水施設の構造設計 

（例）  設計条件 

構造計算は、設計基準及び標準設計に準拠する。 

1)土の単位重量（本編「○－○ ○○○○○○○」P○○） 

・湿潤単位重量 γt=19.0 kN/m3   

・水中   〃     γw=10.0 kN/m3   

2)土の内部摩擦角（本編「○－○ ○○○○○○○」P○○） 

φ=30゜ 

3)コンクリートの単位重量（設計基準『水路工』P○○） 

・二次製品      γ  =24.5 kN/m3   

・現場打ち   γsc=24.5 kN/m3   

4)上載荷重 

T－25 

5)許容応力（利用の手引き P○○） 

・許容圧縮応力度（二次製品）        σca=11.0 N/mm2  

・    〃    （現場打ち）         σca= 8.0 N/mm2  

・許容せん断応力度（二次製品）       τa =0.50 N/mm2  

・     〃     （現場打ち）       τa =0.42 N/mm2 

・曲げ引張応力度（二次製品）         σbt=3.0 N/mm2   

・      〃      （現場打ち）         σbt=2.1 N/mm2   

・鉄筋許容応力度 SD295A（二次製品）  σsa=157 N/mm2   

〃     （現場打ち）  σsa=157 N/mm2   

・鉄筋の付着応力度（二次製品）       τ0a=1.8 N/mm
2   

・       〃       （現場打ち）       τ0a=1.5 N/mm
2   
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.4 分水・調整施設等の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)分水・量水・調整・保護・安全・管理の各施設について、配

置・規模・構造形式等の決定に関する方針を記述する。 

b)これら施設のうち、設置しないものについては、その理由を

記述する。 

c)水位調整施設については、設計条件に基づいた水位調整方式

の選定方針を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 分水・調整施設等の設計 

（例）  分水工 

本計画における用水計画上の分水工は、IP.○○（No.○○＋○○.○○○）付近の 1 箇所であるが、現在の用水路

の機能を損なわないことを前提としている。 

従って、分水工は現形復旧を基本とし、一筆取水については同口径のパイプを、その他の分水工については最小

口径をφ○○㎜として現況布設高と同じ高さに布設する。 

型式としては下記の 4種である。 

・一筆取水 ･････ 各筆単独で取水するので簡易な分水栓とした。 

・分―1型 ･････ 現況が角形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分―2型 ･････ 現況が円形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分―3型 ･････ 現況が背割り分水であり、同様に取水口を本線と平行として簡易スライドゲートを設ける。 

(例)   量水施設 

分水工及び調整施設等の水路の主要箇所に用水利用の効率化のため、量水施設を設置し、分水量、分水位等を把

握して、合理的な配水管理、管理費の節減、水路施設の保全と災害の防止等を図る。 

(例)   調整施設 

水位調整施設 

   本計画水路は用排兼用水路であり、水路断面が用水量よりも排水量で決まるような場合には、計画用水時に

は水位が低くなる。また、用水流量の変動により水位変化も起こる。従って、現況機能保持としての現況水位

痕跡の確保からも安定した分水位を得るために水位調整施設を設置する。 

       余水吐 

本設計終点部のサイホンは、当初の基本計画書から計画用水時=○.○○○m3/s、計画排水時=○.○○○m3/s

として設計施工されている。本計画において計画最大排水量=○.○○○m3/s が流れ込むこととなったことより

余水吐を設ける。 

(例)  保護施設 

     法面保護施設 

       環境の配慮して、可能な限り植生工で法面保護を行う。 

     流入工 

本計画における流入工（既設流入工）の構造は、原形復旧を基本とすることから水路に開口部を設けるだけと

するが、一筆排水や逆流し、回りに影響を及ぼす可能性のある箇所については簡易ゲートなどを設置する。    

(例)  安全施設 

フェンス 

当事業でフェンスを設置するのは、現況にフェンスが設置されている区間のみとする。 

この基準に適合するのは、集落の密集する○○○橋から○○○橋区間の○○○mである。 

既設フェンスは、老朽化していて再利用が困難であるため、新規に購入することとする。 

フェンスの規格は、現況の同程度の H=1.2m ものとする。 

（例）   管理施設 

管理用道路 

             管理用道路は、水路完成後の水管理および施設管理等を目的に計画水路の右岸あるいは左岸のいずれか一方

に設けるものとする。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.5 施工基本計画 

 

 

 

 

3.6 環境・景観等対策 

 

 

 

 

 

3.7 適用基準等 

 

a)施工法･ 施工計画の基本方針を記述する。 

 

 

 

 

a)2.4 に記述の諸条件に対する設計・施工上の対処方針を記述

する。 

 

 

 

 

a)この設計に適用した基準書等を列挙する。 

3.5 施工基本計画 

（例）  1)工期の制約 ---------------------- 工事期間は 6ヶ月に限定される。 

2)進入可能ヶ所の制約 -------------- 道路事情、周辺構造物等により進入可能ヶ所に限定がある。 

3)作業通路幅の確保 ---------------- 場内作業（通路）スペースの確保は絶対条件である。 

 

3.6 環境・景観等対策 

（例）   ・○○○用水路の環境に対して、景観、憩いの場の設置等を配慮し、水路環境の整備を行う。 

・既設護岸を取り壊した廃材は可能な限り再利用し、廃材を減らすよう努める。 

・河川の生態系を保全するために、魚巣ブロックを○○m 間隔で設置するとともに、底面には玉石と砂を交互に

敷き、魚類が生息しやすい環境となるよう配慮する。 

 

3.7  適用基準等 

（例） 

名  称 発行者 発行年月 報告書内の略称 

土地改良事業計画設計基準 設計

「水路工」基準書・技術書 

農林水産省農村

振興局 

H○.○ 設 計 基 準 『 水 路

工』 

土地改良事業標準設計第13編水路

付帯構造物 

農林水産省農村

振興局 

H○.○ 標準設計『水路付

帯構造物』 

土地改良事業標準設計図面集  

「鉄筋コンクリート二次製品」  

利用の手引き(一部改定) 

農林水産省農村

振興局 

H○.○ 利用の手引き 

道路土工 仮設構造物指針 (社)日本道路 H○.○ 道土仮設 

排水計画便覧 ○○県農林部 H○.○ 排水計画便覧 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

○○○○指針 ○○○○ H○.○ ○○指針 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ４ 章 路線設計 

4.1 路線選定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)計画路線又は全体実施設計（全計という）路線の問題点等と

その対応経過の要点を記述する。 

b)この業務で実施した路線選定に関する外部関係者との協議結

果の要旨を合わせて記述する。 

c)協議記録の詳細は、巻末等に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章 路線設計 

4.1 路線選定の経緯 

（例）  路線は、既設用排兼用水路の改修であるため、現況水路と同一とする。 

現況排水路は、水路用地及び幹線用水路の配置により必ずしも、一定の整形断面になっていない。したがって、排水

路の設計センターの決め方が問題になる。 

    排水路センター検討のフローを以下に示す。 

図-○.○ センター決定のフロー 

・協議結果 

表-○.○ 協議実施結果一覧表 

地点番号 測点 横断○○名 縦断○○名 過去の協議年月日 相手先 施設 対象規模(m) 協議調書番号 

道-○ No.○○＋○○.○○ ○○○号線 ○○○号線 昭和○○年○月○日 ○○市 ○○道 ○.○ ○○○第○号 

水-○ No.○○＋○○.○○ ○○○水路 ○○○水路 昭和○○年○月○日 ○○県 暗渠 ○.○ ○○○第○号 

鉄-○ No.○○＋○○.○○ ○○○鉄道 ○○○鉄道 昭和○○年○月○日 ○○○鉄道 鉄道 ○.○ ○○○第○号 

 

協議要望 

 当該道路は、交通量が多く通行止めは極力避けるようにして欲しい。 （○○市） 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

4.2 比較路線案の検討 

4.2.1 比較案の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 検討事項と評価 

   

 

 

 

 

 

 

 

(1)受益地域・区域界 

 

 

 

 

 

 

 

a)採用した案（設計路線）を含む全ての比較案について、それ

ぞれの概要・相違点・特長等を略図などを用いて記述する。 

b)検討の精度を示すために、用いた地形図等の縮尺を必ず明記

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)様式に掲げる各検討項目に関して配慮すべき事項とそれに対

する各比較案の満足状況を評価し、結果を記述する。 

b)各検討項目は、基本設計全般に関わる事項なので、各項につ

いての評価の重点や判断の意図を明確にし、その内容を一覧

表等を用いて記述する。 

c)評価結果は、各案に共通的な事項から順に記述し、各比較案

相互を容易に対比できるようにする。 

d)比較検討のために作成したデータは、巻末等に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 比較路線案の検討 

  4.2.1 比較案の概要  

（例）     計画路線を既設用水路の用地内に納め、湾曲部を多くした案と湾曲部を直線に近づけるなどを行って、損失水頭

を極力減らした案により比較検討を行う。 

表-○.○ 計画路線の比較案 

 A 案 B 案 

特 徴 ・新たに用地買収を行わなくてよい。 

・計画路線に湾曲部が多く、流れが不安定であ

る。 

・B 案よりも湾曲部が多く環境に配慮した路線と

なっている。 

・          ： 

 

・一部区間が、盛土上への施工となるため何らかの

対策が必要である。 

・直線区間が増えたことにより、適切な位置に分水

工等の構造物を配置できる。 

・一部区間で、用地買収をする必要がある。 

・           ： 

相違点 ・B案より掘削土量が少ない 

・          ： 

・損失水頭が A案に比べ○.○○m少なく出来る。 

・          ： 

   

  4.2.2 検討事項と評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)受益地域・区域界 

（例）    A 案、B 案ともに現況用水路を基本として路線を計画しており、Ｂ案についても最大○m の移動であり、受益地

域・区域界共に若干の増減があるだけである。従って、検討対象外とする。 

表-○.○ 受益区域・区域界の比較表 

 A 案 B 案 

受 益 区 域(ha) ○○○ ○○○ 

区 域 界(ha) ○○○ ○○○ 

判 定 － － 
 



Ⅰ－２７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (2)土地利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)用水系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)土地利用状況 

（例）    A 案、B 案ともに現況用水路を基本として路線を計画しており、B 案についても最大○ｍの移動であり、土地利用

状況は若干の増減があるだけである。従って、検討対象外とする。 

表-○.○ 土地利用状況比較表 

 A 案 B 案 

水 田 (ha) ○○ ○○ 

畑   (ha) ○○ ○○ 

宅 地 (ha) ○○ ○○ 

： ： ： 

合 計 (ha) ○○○ ○○○ 

判 定 － － 

 

   (3)用水系統 

（例1）    A案、B案ともに現況用水路を基本として路線を計画しており、用水系統は、変更なしにつき省略する。 

（例2）   A案は現況用水路を基本として計画をしている。B案については路線を変更したため、○○工区の受益は、○○号 

支線の受益となった。 

表-○.○ 用水系統比較表 

 A 案 B 案 

特 徴 現況用水路を基本とした路線で

あり、水管理は従来通り行え

る。 

○○工区の受益が○○号支線

の受益となり、既設の 4 支線

のうち、○○%は、○号支線の

受益となった。 

： ○○ ○○ 

判 定 ○ ○ 

       各支線の用水系統は変更となったが、維持管理等への影響はないため、どちらの案も優劣はないと思われる。 

 

 



Ⅰ－２８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 用水系統図（A案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 用水系統図（B案） 



Ⅰ－２９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (4)分水位置・標高・分水工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)交差する河川・道路等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (6)付帯施設の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4)分水位置・標高・分水工 

（例） 

表-○.○ 分水工比較表 

比較案 A 案 B 案 

支線用水路 ○○支線 ○○支線 

番 号 分水位置 標 高 分水工 分水位置 標 高 分水工 

1 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 

2 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 

3 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○○分水工 

： ： ： ： ： ： ： 

判 定 ◎ △ 

 

(5)交差する河川・道路等 

（例）    

表-○.○ 交差する河川・道路比較表 

 A 案 B 案 

道 路 (箇所) ○○ ○○ 

河 川 (箇所) ○○ ○○ 

判 定 ◎ △ 

 

   (6)付帯施設の配置 

（例） 

表-○.○ 付帯施設比較表 

比較案 A 案 B 案 

支線用水路 ○○支線 ○○支線 

形式 ○○ゲート ○○ゲート 
チェックゲート工 

箇所  ○  ○ 

落差工(箇所) 水路段差のみ  ○ 

合流工(箇所) ○○ ○○ 

判 定 ◎ △ 

 

 



Ⅰ－３０ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (7)施設の安全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)用地・補償対応 

 

 

 

 

 

 

  (9)環境対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (7)施設の安全性 

（例）    既設水路の現地調査によれば、曲線区間が多く、最小の曲線半径は○○mである。 

特に、No.○○＋○○.○○地点では、○岸側の護岸の継ぎ目から土砂の吸い出しが起きているため検討を要する。

別紙○○資料参照 

 

表-○.○ 施設の安全性比較 

比較案 A 案 B 案 

特 徴 ・既設と同様の路線であるため、継ぎ目

の処理及び余裕高の検討を要する。 

・ 

・         ： 

・直線にすることから吸い出し等の危険

は無くなるが、現況路線から谷側に○

○m 移動するため、盛土上に施工する

こととなり、構造上不安定とならない

ように検討を要する。 

・ 

・         ： 

 

 

 (8)用地・補償対応 

（例）     A 案、B案の用地買収必要面積は下表のとおりとなる。位置及び集計表は、別紙○○資料を参照。 

 

                    表-○.○  用地買収面積 

A 案 B 案 

○○○.○○m2 ○○○.○○m2 

    

(9)環境対策 

（例）    路線の選定における自然環境への配慮としては、出来るだけ直線は避け、曲線を組み合わせた線形とした方が望

ましい。このことから、A案は B案に比べ環境との調和に配慮した水路といえる。 

表-○.○ 環境対策比較表 

 A 案 B 案 

特  徴 ・出来るだけ直線は避け、曲線

を組み合わせた線形とした。 

・改修する際、玉石を B 案より

も再利用できる。 

・      ： 

・A 案に比べて直線部分が多

い。 

・      ： 

： ○○ ○○ 

判 定 ◎ △ 
 



Ⅰ－３１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (10)工事施工条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (11)維持管理の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (12)建設費・維持管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (10)工事施工条件 

（例）                             

表-○.○ 施工条件評価表 

 A 案 B 案 

施工条件 ・施工は半川締切で行う。 

・区間○（○○集落区間）の堤塘は生活道路と

して利用されており、工事用道路としての利

用は不可能である。 

・その他区間は堤塘を工事用道路として利用可

能である。 

・          ： 

 

 

・○岸堤防は生活用道路として利用されてい

る。道路幅員は約○.○～○.○m 程度であ

り、工事用道路としての利用は不可能であ

る。 

・△岸堤防は民家が水路に接近しており、そ

の離間は約○.○～○.○mである。 

・冬期の排水を堤内地へ仮廻すことは用地上

不可能。 

・         ： 

判 定 ◎ △ 

      B 案は、工事用道路を設けることが困難で民家が水路に接近することになるので A案を採用することとする。 

 

  (11)維持管理の比較 

（例） 

表-○.○ 維持管理の難易比較表 

 A 案 B 案 

特 徴 ・メンテナンスフリーである。 

・施設管理が B案より経済的である。 

・管理施設の設置位置は、交通の利便性が悪

い。 

・         ： 

・維持管理費が A案より高い。 

・設置位置は、A案より利便性に優れる。 

・         ： 

判 定 ◎ △ 

A 案は、B案よりもメンテナンスが容易で維持管理費用もかからないということから A案を採用する。 

 

  (12)建設費・維持管理費 

（例）               表-○.○ 建設費・維持管理費比較表    (単位：千円) 

建設費・維持管理費 A 案 B 案 

○○費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

○○費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

： ： ： 

合 計 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

判 定 ◎ △ 

      A 案のほうが、総合的に経済的になる。 



Ⅰ－３２ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (13)その他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 設計路線選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 設計路線の諸元と特長 

4.3.1 位置と特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)4.2.2 の結果を集約し、設計路線を選定した理由を記述す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

a)起点・終点の位置及びルートを概説し、あわせて計画路線と

の相違・修正点及び特長点などを記述する。 

 

 

 

 

 

  (13)その他 

（例）                       

表-○.○ 開水路の多目的機能比較表 

機 能 範 囲 A 案 B 案 

生活用水 水路から○○m以内にある宅地の数 ○戸 ○戸 

防火用水 水路から△△m以内にある宅地の数 △戸 △戸 

： ： ： ： 

判 定 －  ◎ △ 

     以上の表から、多目的に用水を利用できる戸数が多いのは A案ということになる。 

 

  4.2.3 設計路線選定理由 

（例）    「4.2.2 検討事項と評価」から総合して評価した結果、施工及び経済的に有利な A案を採用案とした。 

 

 

 

 

 

 

4.3 設計路線の諸元と特長 

  4.3.1 位置と特長 

（例）     ・起点・終点の位置 

設計始点 No.○○ + ○○.○○ 

          設計終点 No.○○ + ○○.○○ 

・計画路線との相違・修正点及び特長点 

（例）     1)改修水路を現況水路敷内に設置するため、基本設計の水路中心線を○箇所、最大○m移動した。 

2)将来、別途事業により水辺環境整備を行う構想があるため、発注者および○○町○○○の会と協議を行い 

No.○○ + ○○.○○付近の中心線を○岸側に最大○m移動した。 

 

 



Ⅰ－３３ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

4.3.2 路線の基本諸元 a)水理設計結果に基づいて作成した平面・縦断図の抜粋図など

を用いて、通水施設や主要な付帯施設の配置･ 基本諸元及び

主要点における流量・水位等の水理機能等を記述する。 

b)水理設計や通水施設等の基本設計に関しては第５章以降で詳

述するので、ここでは必要に応じて結果の要点だけを記述す

る。 

c)設計路線の詳細は平面・縦断図で明示する。 

 

  4.3.2 路線の基本諸元 

（例）   基本諸元は、平面縦断図に示す通りである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      図-○.○ 平面・縦断図 

 



Ⅰ－３４ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ５ 章 水理設計 

5.1 設計基準値等 

5.1.1 計算式・係数等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水理計算に使用した公式及び粗度係数を含む各種係数とそれ

らの根拠（出典）を明示する。出典は記載ページも明記す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章 水理設計 

 5.1  設計基準値等 

  5.1.1 計算式・係数等 

（例）    水理計算は、（土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」基準書・技術書）に準拠して行う。 

(1)等流計算 

流量及び流速は次に示す、マニングの平均流速式によって求める。 

                               （設計基準『水路工』P○○） 

                                         （     〃      ） 

ここで、Q：流   量 (m3/s)    V：流 速 (m/s) 

A：通水断面積 (m2)      n：粗 度 係 数 

R：径   深 (m)       I：動 水 勾 配 

 

       水路構成材料による粗度係数は、下記による。（設計基準『水路工』P○○） 

        ・現場打ちコンクリート（側壁）      0.015 

        ・コンクリートブロック積（側壁）     0.016 

        ・玉石積（側壁）             0.025 

        ・土                   0.030 
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Ⅰ－３５ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2)不等流計算 

ベルヌーイのエネルギーに関する方程式を差分化し、水路の計算区間ごとに順次水面形を求めていく逐次計算

法にて行う。 

図-○.○ 逐次計算法説明図 
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       ここに、 

Z：基礎面から水路底までの高さ (m)  h：水深 (m) 
Q：流 量 (m3/s)                    hf：1、2 断面で生じた水頭損失 (m) 
L：1、2 断面区間の斜距離 (m)     R：径深 (m) 
A：通水断面積 (m2)          n：粗度係数 
g：重力加速度 (m/s2)                α：エネルギー補正係数(α=1.0 とする) 

 

添字 1.2：それぞれ断面 1、2 のものであることを示す。1 断面のエネルギー線の高さが与えられたとき、これ

に 1、2 断面間の水頭損失を加えたものが 2 断面のエネルギー線の高さになるように、2 断面の水深を計算して

求める。 

(3)各種損失水頭 

1)摩擦による損失水頭 

摩擦による損失水頭の計算は、マニング公式による。 
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hf：摩擦損失水頭 (m)   g：重力加速度 (m/s2) 
L：区間距離 (m)     R：水路径深 (m) 
V：平均流速 (m/s)    n：粗度係数 



Ⅰ－３６ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗度係数は、下表より次のとおりとする。 

 

大型フリューム水路 n=0.014 

L型水路       n=0.014 

                       表-○.○ 粗度係数一覧表（利用の手引き P○○） 

工      種 粗度係数（n） 摘      要 

鉄筋コンクリートベンチフリューム 0.014  

鉄筋コンクリート U形 0.014  

鉄筋コンクリート側溝 0.014  

鉄筋コンクリートフリューム 0.014  

鉄筋コンクリート水路用 L形 0.014  

鉄筋コンクリート排水フリューム 0.014  

鉄筋コンクリート大型フリューム 0.014  

鉄筋コンクリート管（RC 管，PC 管） 0.013  

ボックスカルバート（アーチカルバート） 0.014  

A 形 0.025 ～ 0.033 素堀床の場合の複合粗度で算出 鉄筋コンクリート組立柵渠 

B 形 0.022 素堀床の場合の複合粗度で算出 

 

2)急縮 
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ここに、hsc：断面急縮による損失水頭(m) 

△hsc：断面急縮による水位変化量(m) 

g：重力の加速度(m/s2) 

fsc：急縮幅による損失係数(下表参照) 

V１：断面急縮前の平均流速(m/s) 

V２：断面急縮後の平均流速(m/s) 

表-○.○ 急縮前後の断面積比と急縮損失係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ－３７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 許容流速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)通水施設の構造別または供用条件別に、設計に用いた最大許

容流速及び必要あれば最小許容流速を根拠を付して明示す

る。 

 

 

3)急拡 

ここに、hse ：断面急拡による損失水頭(m) 

△hse ：断面急拡による水位変化量(m) 

V１：断面急拡前の平均流速(m/s) 

V２：断面急拡後の平均流速(m/s) 

Fse ：急拡幅による損失係数(1-A1/A2)2(下表参照) 

G ：重力の加速度(m/s2) 

表-○.○ 急拡前後の断面積比と急拡損失係数 

 

  5.1.2 許容流速 

（例）      最大許容流速 

縦断勾配とともに、次の最大許容流速以下となる断面とする。（設計基準『水路工』P○○） 

・L形水路  FL-1000～1400  V=2.50 m/s 

FL-1600～2200  V=3.00 m/s 

・大型フリューム水路     V=2.50 m/s 

・現場打ち水路        V=3.00 m/s (厚いコンクリート18㎝程度) 

V=1.50 m/s (薄いコンクリート10㎝程度) 

 

最小許容流速 

最小許容流速は、Vmin=0.7m/sとする。（設計基準『水路工』P○○○参照） 

 



Ⅰ－３８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

5.1.3 余裕高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)余裕高さ決定に関して考慮した事項及び余裕高さの目標値な

どを記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)上記各項の他に特記すべき設計基準値等があれば、箇条書き

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 余裕高さ 

（例）      設計流量に対する水路断面を決定する際、余裕高を考慮した。 

なお、水路型式は大型フリューム水路及び L型水路とした。 

余裕高は、次の通りとする。（設計基準『水路工』P○○） 

・Q1(計画最大用水量)の場合 

Fb=0.07・d＋hv＋α         d：水深 

hv：速度水頭=V2/2ｇ 

流   量 α(m) 備  考 

2m3/s 未満 0.050～0.100  

2m3/s 以上 10m3/s 未満 0.075～0.125  

10m3/s 以上 0.100～0.150  

・Q2(普通期最大用水量＋1/3 年確率排水量)の場合 

Fb=0.10m 

・Q3(1/10 年確率排水量) 

Fb=0.07・d＋hv＋α   なお、最小余裕高を 0.30m とする。 

 

 

  5.1.4 その他 

（例）      ・始点水位 

○級河川○○川の最上流端（○k/○○○m、河床高 EL -○.○○m）における暫定時(○○m3/s)の設計高水位

は、HHWL○.○○m である。△△川との接続点の縦断形状は、△△川より○○川の計画水位が高いことから、

△△川の下流域は背水の影響を受けることとなる。 

 

     ・等流及び不等流の水理計算を行う。 

 

 



Ⅰ－３９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

5.2 設計に用いる 

    流量・水位の決定 

5.2.1 設計流量・設計水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 最多頻度流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)設計始点・終点・分水点及び施設設計の要点における設計流

量及び確保すべき水位を決定し、一覧表等で明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)流況解析等の必要性から最多頻度流量を算定した場合は、そ

の手順・使用した資料等を明示し、算定結果を一覧表などで

記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 設計に用いる流量・水位の決定 

 

5.2.1 設計流量・設計水位 

（例）                                          表-○.○ 水理計算書 (1/○) 

 

5.2.2 最多頻度流量 

（例）     水路施設における最小許容流量の検討を行う場合には最多頻度流量を用い流況を確認する。 

（設計基準『水路工』P○○） 

 

表-○.○ 最多頻度流量時の水理計算書 

 

単距離 地盤高 流量 水路 流速 動水 流速 速度 摩擦損失 全損失 動水位 動水頭 水路底 エネルギー 水面

測点 Lh GL Q 底幅 係数 勾配 V 水頭 水頭 湾曲 直角分流 損失係数 その他 水頭 WLm hm 標高 標高 標高

B C I hv hf 損失係数 損失水頭 計　Σf 損失水頭計 h FH EL WL

(m) (m) (m
3
/s) (mm) (○/○○) (m/s) (m/s) (m) fd fβ Σfc (m) (m) (m) (m) (m) (m)

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

その他損失水頭　(m)

単距離 流量 水路 水深 通　水 潤辺 径深 粗度 流速 速度 摩擦 平均 水路底 エネルギー 水面 必要

測点 Lh Q 底幅 h 断面積 P R 係数 V 水頭 勾配 摩擦勾配 摩擦 計 標高 標高 標高 水位

B A hv 係数 FH EL WL

号 工種 (m) (m3/s) (mm) (m) (m2) (m) (m) n (m/s) (m) hf(m) f hs(m) (m) (m) (m) (m) (m)

終点 No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ 急拡 ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

橋梁工 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

余水吐 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

取付部 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 分水工 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ 漸拡 ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

○○ 開渠 ○○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○

No.○○＋○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

損失水頭　(m)

水路名 その他



Ⅰ－４０ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

5.2.3 最小流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 設計流入洪水流量 

 

 

 

 

 

5.3 調整水位の決定 

 

 

 

a)上記に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)やむを得ず水路に洪水流入させる場合は、その区間と理由を

記述する。5.2.1 に準じて記述する。 

 

 

 

 

a)水位調整施設を設ける場合は、実施した施設の配置及び調整

水位（チェック水位）に関する比較検討経過及び決定内容

を、一覧表などで記述する。 

 

 

  5.2.3 最小流量 

（例）   通水量が減少したときの分水施設及びそれに付属する水位調整施設等の機能を確認する場合には最小流量を用いる。         

（設計基準『水路工』P○○） 

表-○.○ 最小流量時の水理計算書 

 

5.2.4 設計流入洪水流量 

(例)      ○○水路は用排兼用形式であり、水路周辺の流域の排水が流入する。よって、洪水時排水量を考慮する必要が 

ある。 

      以上のことを考慮した水理設計及び構造設計を行い、安全性に配慮した。 

流入区間 No.○○＋○○. ○○○～No.○○＋○○. ○○○ 

No.○○＋○○. ○○○～No.○○＋○○. ○○○ 

                   

5.3 調整水位の決定 

(例)   水位調整施設（チェックゲート工） 

本計画水路は用排兼用水路であり、水路断面が用水量よりも排水量で決まるような場合には、計画用水時には

水位が低くなる。また、用水流量の変動により水位変化も起こる。従って、現況機能保持としての現況水位痕跡

の確保からも安定した分水位を得るために水位調整施設(以下「チェック」という)を設置する。 

 

(1)チェック方式の選定 

チェックの方式としては、上流水位制御方式と下流水位制御方式があり、これらの特徴は次頁の比較表のとお

りである。（設計基準『水路工』P○○） 

本水路の場合のチェック方式は、次の理由により上流水位制御方式とする。 

1)現況水路が角落しにより堰上げをし、取水していることから上流水位制御方式の方が機能保持の面からも良

い。 

2)下流水位制御方式の場合、チェック水位(C.W.S)が次のチェックまでの間、設計水位(N.W.S)より高いため開

水路の側壁のかさ上げが必要となると同時に、水位の上昇による排水不良や橋梁工とのクリアランスの問題

がある。 

3)下流水位制御方式の場合、上記の様に水路のかさ上げが必要となり、かつ損失水頭も増加するため実際に設

置するには設置間隔を短くする必要があり費用が増大し不経済となる。 

単距離 地盤高 流量 水路 流速 動水 流速 速度 摩擦損失 全損失 動水位 動水頭 水路底 エネルギー 水面

測点 Lh GL Q 底幅 係数 勾配 V 水頭 水頭 湾曲 直角分流 損失係数 その他 水頭 WLm hm 標高 標高 標高

B C I hv hf 損失係数 損失水頭 計　Σf 損失水頭計 h FH EL WL

(m) (m) (m3/s) (mm) (○/○○) (m/s) (m/s) (m) fd fβ Σfc (m) (m) (m) (m) (m) (m)

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

IP.○○○ ○○.○○○ ○○.○○ ○○.○○ ○.○○○ ○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○ ○○.○○○

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

その他損失水頭　(m)
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表-○.○ 上流・下流水位制御方式との比較表 

項 目 上流水位制御方式 下流水位制御方式 

チェックゲートの機能 

チェックゲートは、上流水位の変化

（流量の変化）により作動し、自動的

に開度を調節し上流水位を一定に保つ

形式が多い。 

チェックゲートは、下流水位の変化（上流からの流

量の変化）により作動し、自動的に開度を調整し下

流水位を一定に保つ。 

分水の順序 上流に位置する分水工から分水。 下流に位置する分水工から分水。 

チェック水位の位置 
設計水位又は若干その水位を下げて設

定する。 

設計水位又はその水位を上げて設定する。 

水路全体の水理計算 等流及び不等流の水理計算を行う。 等流及び不等流の水理計算を行う。 

チェック工の水頭損失 少 多 

チェック工の数と工事費 少 多 

水路断面の修正 

チェック工の配置による開水路断面の

修正はない。 

次のチェック工までの間では、チェック水位が設計

水位より高いため、開水路やトンネル等に必要なフ

リーボード又は嵩上げを必要とする。 

連続設置の場合 

チェック水位の重なりは必ずしも必要

とされないので、設置間隔には制約は

ない。 

チェック水位は上流から保つ。 

施設機能上、下流チェック工のチェック工水位が上

流チェック工に達している必要があり、連続設置が

余儀なくされる。水量損失も大きいので数も増え

る。チェック水位は下流から保つ。 

分水工の操作（分水量の

増減）の影響 

チェック工下流に対しては流量変化と

して現れるが、下流チェック工は

チェック水位を保つことができる。 

上流に対し水理的に伝達し、理論上は取水ゲートの

開閉までは連動させることができる。 

水路事故が生じた場合の

ゲートの挙動 

取水口ゲートを閉塞すれば、取水口か

ら事故地点のチェックゲートは自然閉

塞する。 

取水口ゲートを閉塞しても、取水口から事故地点間

のチェック工は自然閉塞しないため、水路内に取入

れられた水量すべてが事故地点まで流下する。 

放水工・余水吐の位置 位置はチェック工の直上流が原則。 特別に配慮しなければならない。 

管理余剰水の処理 調整池がない限り無効放流となる。 水路内に貯留して有効に利用できる。 

 

(2)チェックゲートの選定 

チェックは、調整目標となる要素と水管理において要求されるチェック水位の精度とに応じ、さまざまな形

式があるが、大別すれば次の通りである。 

オーバーフロー型・・・角落し、転倒（起伏）ダート、 

1)操作式チェック            ラバーゲート、引き上げ式ゲート（2段）等 

オリフィス型・・・引き上げ式ゲート（スルースorローラー）、ラジアルゲート 

2)自動式チェック、オリフィス型・・・アルミゲート、ウォッチマンゲート 

3)組合せチェック（操作式＋自動式及び固定式＋操作式又は自動式） 

4)固定式チェック、オーバーフロー型 

これらの形式の内、一般的である3形式（引き上げ式ゲート、転倒ゲート、自動水位調節ゲート主にウォッチ

マンゲート）の比較を次頁の表に示した。 

本水路においては、現況の堰上げに類似するゲート上部よりの越流であるため水位調節が簡単な転倒ゲートと

する。また、これは塵芥対策をする必要は無い。 
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表-○.○ チェックゲート比較表 
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(3)設置位置 

チェックの設置は、水路系全体を通じ、各分水工の安定取水に必要とするチェック水位（現況水位痕跡）を全

て確保するよう配置する。また、小分水工が比較的数多く接近している区間や大分水工の直上流に設置すること

が好ましく、水路の曲線部やサイホンの直下流に設置しないことが望ましい。 

本計画水路では、水路断面決定の際の水路勾配において周辺の排水、橋梁部のクリアランスを配慮し、現況水

路天端に極力合わせているが、現況水位痕跡の位置が天端より約 12 ㎝程度下の箇所が多々あり、最低でも余裕

高が 10 ㎝以上取れるように計画した。 

 

※設計水位(NWS)は、設計基準『水路工』P○○の比較表ではチェック水位+（10～30 ㎝）、メーカー聞き取りに

おいてもチェック水位+（10～20cm）と回答があり本設計段階では、+10 ㎝として計画した。 

 

      表-○.○ チェック位置一覧 

名 称 測 点 チェック水位 名 称 測 点 チェック水位 

1 号チェック No.20+10.00 34.44m 13 号チェック No.55+34.50 29.72m 

2 号チェック No.23+19.00 33.82m 14 号チェック No.58+ 2.00 29.36m 

3 号チェック No.24+42.00 33.65m 15 号チェック No.59+37.00 29.15m 

4 号チェック No.26+26.50 33.43m 16 号チェック No.63+20.00 28.87m 

5 号チェック No.31+24.50 32.94m 17 号チェック No.64+48.00 28.76m 

6 号チェック No.33+21.00 32.63m 18 号チェック No.66+38.00 28.61m 

7 号チェック No.37+ 4.00 32.47m 19 号チェック No.69+41.00 28.38m 

8 号チェック No.39+19.50 32.30m 20 号チェック No.71+45.00 28.27m 

9 号チェック No.40+12.00 32.23m 21 号チェック No.73+47.00 28.02m 

10 号チェック No.41+38.00 32.11m 22 号チェック No.76+ 6.00 27.74m 

11 号チェック No.43+30.00 31.68m 23 号チェック No.78+19.00 27.63m 

12 号チェック No.53+32.00 29.97m     
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項    目 記   載   要   領 記   載   例 

5.4 水理縦断の設計 

 

 

5.4.1 比較検討 

(1)設計条件等 

 

 

 

   (2)比較案の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)路線設計及び通水断面の設計等と一体的に実施した水理縦断

設計の過程を説明し、結果を水理基本縦断図で明示する。 

 

 

a)設計の前提条件や特に配慮した事項等を箇条書きなどで記述

する。 

 

 

a)水頭配分の検討を要求されている場合は、設計条件・設計計

画に基づいて実施した水頭配分の比較案（設計案含む）と評

価結果等を一覧表等を用いて記述する。 

b)水頭配分を実施しない場合でも、水理縦断設計に関して実施

した比較検討結果を、上記に準じて記述する。 

c)比較検討資料は、結果を要約した図表等を用いて検討要素・

評価内容等を記述する。比較検討データは巻末等に添付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 水理縦断の設計 

 

 

5.4.1 比較検討 

(1)設計条件等 

（例）  ・○道○○号横断部は、現況の暗渠に取り付けるものとする。 

     ・現況断面をできるだけ確保した水路幅とする。 

 

  (2)比較案の評価 

（例）                     表-○.○ 水頭配分の比較 

 A 案 B案 

損失水頭 損失水頭 

その他 その他 測 点 

流

速 

(m/s) 

速度

水頭 

(m) 

摩擦

勾配 

平均 

摩擦勾配
摩擦

hf(m) 係数 f Hs(m) 
計(m) 

流速 

 

(m/s) 

速度

水頭 

(m) 

摩擦

勾配 

平均 

摩擦勾配
摩擦

hf(m) 係数 f Hs(m) 
計(m) 

No.○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○   ○○   ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○   ○○   

    ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○    ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ 

No.○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○   ○○   ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○   ○○   

    ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○    ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ 

No.○○.○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○      ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○      

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

判 定 ◎ △ 

 

     水頭配分比較を行った結果、A、B 案共に上表のようになり、さほど大差は無かった。 

    損失水頭から、水理性及び水路の機能は若干 A案の方が優れていると考えられるので A案を採用する。 
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5.4.2 水理基本縦断 

(1)水理基本縦断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)設計結果を水理基本縦断図に集約して明示する。 

b)図の様式・規格は発注者の指示によるが、設計路線を併記し

た縦断平面図とするのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 水理基本縦断 

(1)水理基本縦断図 

（例） 

図○.○ 水理縦断図 

 

 



Ⅰ－４６ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)設計説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水理基本縦断図には、実施設計等にこの基本設計の成果を利

用するに当たって留意すべき事項等を記述した説明事項を付

記または添付する。 

b)各通水施設等に余裕水頭を意図的に保有した場合は、その内

容・考え方等を説明事項に必ず記述し、基本設計の意図が実

施設計等に的確に継承されるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)設計説明 

（例） 1)計算ケース 

水理計算は、次の 2ケースについて行う。各ケースにおける区間別の流量は、次表のとおりとする。 

 

表-○.○ ケース区分および区間流量表        （単位：m3/s） 

CASE 

 

区 間 

CASE1 

計画用水時 

 

CASE2 

1/10 年確率排水量時 

 

 

備 考 

 

始 点 
○.○○○ ○.○○○ 

 

○○分水工 

終 点 
○.○○○ ○.○○○ 

 

 

2)水路勾配 

既設利用の分水路、流入河川（排水路）、鉄道、道路の横断構造物及び水路周辺住宅の生活道路等の取合

いから現況水路の設置標高を変更することは極めて困難である。 

したがって、水路勾配は、現況勾配に準ずるものとする。 

設計始点～○○分水工  I=1/○○○ 

○○分水工～設計終点  I=1/○○○ 

 

    3)余裕高     設計流量に対する水路断面を決定する際、余裕高を考慮した。 

        ・Q1（計画最大用水量）の場合 

          Fb=0.07・d＋hv＋α     d:水深 

                        hv:速度水頭=V2/2g  

流 量 α(m) 備 考 

2m3/s 未満 0.050～0.100  

2m3/s 以上 10m3/s 未満 0.075～0.125  

10m3/s 以上 0.100～0.150  

・Q2（普通期最大用水量＋1/3 年確率排水量）の場合 

Fb=0.10m 

・Q3（1/10 年確率排水量） 

          Fb=0.07・d＋hv＋α  なお、最小余裕高を 0.30m とする。 

 



Ⅰ－４７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

5.5 通水断面の設計 

 

 

 

5.5.1 比較検討経過 

(1)設計条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水理縦断の設計と一体的に実施した全ての通水施設（構造形

式別）における通水断面の設計経過を説明し、結果を標準断

面図で明示する。 

 

a)5.4.1 に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 通水断面の設計 

 

 

 

5.5.1 比較検討経過 

   (1)設計条件等 

（例）     本地区での、通水施設の構造形式は、開水路のみである。 

 

1)定比分水工がある場合を除いては上流断面より下流断面を小さくしない。 

2)現況断面をできるだけ確保した水路幅とする。 

3)住宅用地および雑排水管の布設を考慮した水路幅とする。 

4)周辺の排水、橋梁部のクリアランスを配慮し、現況水路天端より極端に高くならないような水路高とする。 

5)縦断勾配とともに、次の最大許容流速以下となる断面とする。（設計基準『水路工』P○○） 

・L形水路   FL-1000～1400  V=2.50m/s 

FL-1600～2200  V=3.00m/s 

・大型フリューム水路     V=2.50m/s 

・現場打ち水路        V=3.00m/s（厚いコンクリート 18cm程度） 

V=1.50m/s（薄いコンクリート 10cm程度） 

 



Ⅰ－４８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (2)比較案の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)比較案の評価 

（例）     水路の構造型式については設計流量から次の 3種類について経済比較を行った。 

各区間の採用構造型式は下表の通りである。 

表-○.○ 水路構造型式経済比較表 

表-○.○ 大型フリューム、L型、現場打ち水路単価比較表 

           注）1、2はメーカー聞き取りによる。1m 当たり単価は据付費込みの値段である。 



Ⅰ－４９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  5.5.2 標準断面 

  (1)標準断面図 

   

a)5.4.2 に準じる。 5.5.2 標準断面 

   (1)標準断面図 

（例） 

図-○.○ 水路標準断面図 



Ⅰ－５０ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)設計説明   (2)設計説明 

（例）   計画区間においては道路横断暗渠の既設利用を考えて、○○バイパスを挟んで上流区間と下流区間に分けて考え

ることができる。 

下流区間については、最末端に設けられる○営の○号サイホン取付工と橋梁工の関係から決まってくる。よって

下流区間の最末端から追い○○バイパス横断工の下流側の水位と水路底高を決める。 

上流区間については、○道○○号横断暗渠工の既設利用を考慮し、その内高○.○○m がクリア出来るようにそ

の上下流部から決め、下流区間で決めた○○バイパス横断工の水位と水路底高以上となるように追って設定する。 

 

余裕高    設計流量に対する水路断面を決定する際、余裕高を考慮した。 

       ・Q1（計画最大用水量）の場合 

        Fb=0.07・d＋hv＋α       d:水深 

                       hv:速度水頭=V2/2g  

流 量 α(m) 備 考 

2m3/s 未満 0.050～0.100  

2m3/s 以上 10m3/s 未満 0.075～0.125  

10m3/s 以上 0.100～0.150  

・Q2（普通期最大用水量＋1/3 年確率排水量）の場合 

Fb=0.10m 

・Q3（1/10 年確率排水量） 

        Fb=0.07・d＋hv＋α  なお、最小余裕高を 0.30m とする。 

 

表-○.○ 水路断面一覧表 

測  点 水路壁高(m) 水路幅(m) 号  型 断面決定流量 

No.0～IP.9 1.10 1.20 1 型 Q1=1.747 

IP.10～No.20+10.00 1.10 1.40 2 型 Q1=1.747 

No.20+10.00～BC.42 1.10 1.30 3 型 Q1=1.747 

BC.42～IP.71 1.10 1.40 4 型(2 型) Q1=1.747 

IP.71～No.46+37.32 1.00 1.10 5 型 Q1=1.417 

IP.83～IP.88 1.20 1.50 6 型 Q1=1.417 

IP.88～No.59+37.00 1.30 1.50 7 型 Q3=2.764 

No.59+37.00～IP.140 1.30 1.90 8 型 Q3=2.764 

IP.140～No.72 1.30 1.80 9 型 Q3=2.734 

No.72～No.75 1.30 1.50 10 型(7 型) Q3=2.734 

No.75～No.78+21.00 1.50 1.50 11 型 Q3=2.734 

No.78+31.50～+42.50 1.20 1.20 流末暗渠 Q3=1.530  

 



Ⅰ－５１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ６ 章 通水施設の構造設計 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 設計基準値等 

6.1.1 荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 材料の強度 

 

(1) この章では、通水施設について実施した構造設計の過程と

結果を、施設ごとに記述する。 

(2) 通水施設の工種は多様であり、それに応じて構造設計で検

討すべき事項も一様でなく、画一的な報告書様式では設計

内容を的確に記述することはできない。ここでは、最も多

用される開水路の標準様式だけを示したが、他の工種につ

いては、この様式を参考として、6.3 以降にそれぞれの構

造設計の過程と結果を記述すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ６ 章 通水施設の構造設計 

（例）   構造計算は、設計基準『水路工』P○○に準拠する。 

 

 

 

 

 

 

 6.1 設計基準値 

  6.1.1 荷重 

（例）   1)土の単位重量 (本編「○－○ ○○○○○○○」参照) 

・湿潤単位重量 γt=19.0 kN/m3  

・水中  〃   γw=10.0 kN/m3  

2)土の内部摩擦角 (本編「○－○ ○○○○○○○」参照) 

φ=30゜ 

3)コンクリートの単位重量 (設計基準『水路工』P○○) 

・二次製品   γ  =24.5 kN/m3   

・現場打ち   γsc=24.5 kN/m3  

4)上載荷重  

T－25 

      5)群衆荷重 

        自動車の進入しない管理道路は 3KN/m2、管理用道路に併設される歩道及び路面で自動車の駐車が想定される

場合は 5KN/m2とする。 

 

  6.1.2 材料の強度 

（例）   許容応力 (利用の手引き P○○) 

・許容圧縮応力度(二次製品)  σca=11.0 N/mm2  

・   〃    (現場打ち)  σca= 8.0 N/mm2  

・許容せん断応力度(二次製品) τa =0.50 N/mm2   

・    〃    (現場打ち) τa =0.42 N/mm2  

・曲げ引張応力度(二次製品)  σbt= 3.0 N/mm2   

          〃   (現場打ち)  σbt=2.1 N/mm2   

・鉄筋許容応力度 SD295A(二次製品) σsa=157 N/mm2  

・     〃     (現場打ち)  σsa=157 N/mm2  

・鉄筋の付着応力度(二次製品)  τoa=1.8 N/mm2   

・    〃    (現場打ち) τoa=1.5 N/mm2   



Ⅰ－５２ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

6.1.3 その他 

 

 

 

 

 

6.2 開水路 

6.2.1 構造形式の決定 

    (1)構造形式の概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)決定した構造形式（無ライニング・ライニング・フルーム・

擁壁型等）を含む比較案の概要・特長等を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.1.3 その他 

（例）    土圧係数 

      鉛直土圧   α=1.00 

      水平土圧   KA=0.333 

      静止土圧   K０=0.500 

 

 6.2 開水路 

  6.2.1 構造形式の決定 

   (1)構造型式の概要 

（例）    水路の構造形式の決定は、以下の点について考慮し、比較検討を行う。 

        1)漏水は出来る限り少なくする。 

        2)本地区は地盤が軟弱であるため、地盤の支持力が得られ圧密沈下に対しても安全で安定した構造とする。 

        3)工事用の作業スペースを確保出来ること。 

        4)維持管理における作業スペースが確保でき、管理が容易に行えること。 

        5)経済的に優れていること。 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ－５３ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)比較検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)検討要素・評価結果等を一覧表などを用いて記述する。 

b)既製品を採用する場合は、その理由を記述する。 

c)比較検討資料や解析・計算記録は巻末等に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)比較検討結果 

（例）    水路の構造型式については、設計流量からの次の 3種類について経済比較を行った。 

   各区間の採用構造型式は下表の通りである。 

 

                表-○.○ 水路構造型式経済比較表 

   

全ての区間で既製品を使用するが、これは施工性の向上、工事費の縮減を目的としている。 

しかし、基礎底面の地盤が軟弱なため、基礎工の検討が必要である。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

6.2.2 構造設計 

 

 

(1)荷重条件 

 

 

 

(2)幅員・壁高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)堤防高・法面勾配等 

 

 

a)水理設計で決定した断面について、標準的な荷重条件で実施

した構造設計過程と結果を記述する。 

b)設計計算資料は巻末等に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 構造設計 

 

 

(1)荷重条件  

（例）      後輪片側荷重・・・・・・・ Q = ○○.○○○ (kN) (T-25) 

      地表面載荷重・・・・・・・ U = ○○.○○○ (kN/m2) 

 

    (2)幅員・壁高 

（例）      上流区間については、○道○○号横断暗渠工の既設利用を考慮し、その内高○.○○m がクリア出来るようにそ

の上下流部から決め、下流区間で決めた○○バイパス横断工の水位と水路底高以上となるように追って設定する。 

 

表-○.○ 水路断面一覧表 

測  点 水路壁高(m) 水路幅(m) 号  型 断面決定流量 

NO.0～IP.9 1.10 1.20 1 型 Q1=1.747 

IP.10～NO.20+10.00 1.10 1.40 2 型 Q1=1.747 

NO.20+10.00～BC.42 1.10 1.30 3 型 Q1=1.747 

BC.42～IP.71 1.10 1.40 4 型(2 型) Q1=1.747 

IP.71～NO.46+37.32 1.00 1.10 5 型 Q1=1.417 

IP.83～IP.88 1.20 1.50 6 型 Q1=1.417 

IP.88～NO.59+37.00 1.30 1.50 7 型 Q3=2.764 

NO.59+37.00～IP.140 1.30 1.90 8 型 Q3=2.764 

IP.140～NO.72 1.30 1.80 9 型 Q3=2.734 

NO.72～NO.75 1.30 1.50 10 型(7 型) Q3=2.734 

NO.75～NO.78+21.00 1.50 1.50 11 型 Q3=2.734 

NO.78+31.50～+42.50 1.20 1.20 流末暗渠 Q3=1.530 

 

 

(3)堤防高・法面勾配等 

（例）   定規勾配 

         裏法面の定規勾配は、道路土工「法面工・斜面安定工指針」の標準法面勾配から以下の値とする。 

法面勾配  n = ○:○○ 

堤防高   H = ○.○○m 

 



Ⅰ－５５ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(4)構造計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (4)構造計算 

（例） 

                        図○.○ 断面図 

 

                       表-○.○ 計算結果（満水時） 

 



Ⅰ－５６ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(5)その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水路堤天端の構造・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)その他 

（例）     護床部の揚圧力の計算 

護床部の構造計算は地下水による揚圧力に対抗できる構造とし、揚圧力に対する安全率は 1.2 とする。 

地下水位は、サイドドレーンを設置しているため壁高の 1/2 まで低下するものとして考える。 

構造物の壁面と土との摩擦力は 2/3φ（内部摩擦角）（設計基準『水路工』P○○）とする。 

 

1)構造計算 

  a.断面 

 

b.地下水による護床底面に作用する揚圧力 Pu(kN) 

 

Pu=h×Wr×B=0.27×9.8×4.64=12.3kN 

Pu：揚圧力 

h：地下水高さ(m)=0.32 

Wr：水の単位体積重量=9.8kN/m3 

B：底版幅(m)=4.64 

 

c.護床工の重量 W(kN) 

 

護床パネル  W=4.4×2＋3.7×2=16.2kN 

W:護床部二次製品の重量(kN) 

護床パネル    4.4kN/個 

L 型水路        3.7kN/個 

 

d.計算結果 

計算結果は以下のとおり安全率 1.2 を満足する。 

安全率  Fs=W/Pu=16.2/12.3=1.32(>1.2)→OK 

 

h=320 



Ⅰ－５７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

6.2.3 基礎工 

 

 

 

    (1)基礎工必要区間 

 

 

 

 

 

    (2)工法概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)基礎杭・置換・その他の基礎工を採用する場合は、工法内容

及び比較検討内容を記述する。 

b)基礎地盤の性状を推定した部分については、その旨を必ず明

記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.2.3 基礎工 

 

 

 

   (1)基礎工必要区間 

（例）    土層模式断面図（○○○用水路路線測量及び地質調査業務報告書 P○○）によると、○○号（No.○○＋○○.○

○）、○○号（No.○○＋○○.○○）の道路下ボックスにおける基礎地盤は、許容支持力が○○kN/㎡と推定され

る。 

○○号,○○号道路下ボックスの接地圧は、□□kN/㎡となり許容支持力を満足しない。 

 

    (2)工法概要 

（例）      施工条件から次頁表より選定すると以下の3工法があげられる。 

1.表層処理工法 粉体系工法 

現位置でセメント固化材を改良範囲に散布し、バックホウのバケットで所定の深度まで撹拌し、改良す

る。 

材料費はセメント固化材のみであり経済的である。 

2.表層処理工法 スラリー系工法 

改良対象範囲にセメント固化材をスラリーまたは粉体にて供給し、施工機(バックホウベースマシン)の撹

拌翼で所定の深度まで撹拌し、改良する。 

材料費に加え固化材供給用のプラントが必要となり不経済である。 

3.掘削置換工法 

軟弱地盤層を掘削し、良質地盤に置き換え改良する。本設計では既設護岸を取り壊した際、既設護岸の玉

石が大量に発生するため、置換土には発生材の玉石を使用する。 

材料は現場発生材であるが、目潰材として3号砕石等の材料費がかかる。 

 

上記3工法から選定すると、1.粉体工法もしくは、3.掘削置換工法が選定される。 

改良対象が道路下ボックスの基礎地盤であり重要構造物と考え、本設計では施工後の沈下等に対し信頼性

のある1.粉体工法を採用する。 

なお、3.掘削置換工法採用については、今後、支持力および施工後の沈下等に対し十分検討を行い、信

頼性を確認する必要がある。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-○.○ 軟弱地盤対策工法の種類と適用性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○○○P○○ 表-○.○ 軟弱地盤対策工法の種類と適用性） 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-○.○ 表層安定処理と固化処理工法比較表 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(3)その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 標準構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)設計結果を標準構造図に明示する。 

b)図の様式・規格は発注者の指示によるが、水理設計結果の標

準断面図と共通化してもよい。 

c)必要に応じて、5.4.2 (2) に準じて説明事項を付記または添

付する。 

 

   (3)その他 

（例） ・施工条件 

1)基礎地盤の N値は 10 程度の砂質地盤である。 

2)地盤改良は支持力増加、沈下低減を目的としている。 

3)地盤改良必要深さが 1.0m と表層改良を対象としている。 

4)施工範囲は約 3.5m×8.5m と小規模である。 

5)狭あいな場所での施工である。 

6)周辺は民家が隣接している。 

 

 

  6.2.4 標準構造図 

（例） 

図-○.○ 標準断面図 

 

 



Ⅰ－６１ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ７ 章 分水・量水・調整施設

の設計 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 分水施設 

 

 

 

 

 

7.1.1 位置・流量・水位 

 

 

(1) 分水・量水及び調整の各施設について、設計条件・設計方

針に基づいて実施した設計過程と結果を記述する。 

(2) これら施設のうち、検討の結果設置しないものについて

は、その理由を記述する。 

(3) 発注者の指定により構造図を作成する場合は、設計に要求

される精度に見合う表示内容とし、5.4.2 (2) に準じて説

明事項を付記または添付する。 

(4) 設計計算資料等は巻末等に添付する。 

 

a)比較検討の過程についても記述する。 

 

 

第 ７ 章 分水・量水・調整施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 分水施設 

（例） 本計画における用水計画上の分水工は、IP.○○（No.○○＋○○.○○○）付近の 1 箇所であるが、現在の用水路の

機能を損なわないことを前提としている。 

従って、分水工は現形復旧を基本とし、一筆取水については同口径のパイプを、その他の分水工については最小口

径をφ○○㎜として現況布設高と同じ高さに布設する。 

 

  7.1.1 位置・流量・水位 

（例） 

分 水 施 設 一 覧 表 

現況水路 番

号 
測 点 

左
右
岸 規 格 布設標高 

水位痕跡 型 式 

1 No.18+4.50 左 φ150 34.26 34.44 分－2 型 

2 No.19+31.85 左 φ150 34.09 34.42 分－2 型 

3 No.19+48.50 右 Ｈ800×Ｂ600 33.92 34.41 分－1型 

4 No.23+18.10 右 Ｈ300×Ｂ300 33.77 33.82 分－1型 

5 No.23+33.20 左 φ200 33.40 33.65 分－2 型 

6 No.24+40.95 右 Ｈ400×Ｂ250 33.52 33.62 分－1型 

7 No.25+37.90 右 Ｈ690×Ｂ470 33.13 33.43 分－1型 

8 No.26+25.55 左 φ200 33.12 33.41 分－2 型 

9 No.29+ 0.50 左 φ200 32.74 32.94 分－2 型 

10 No.30+21.45 左 φ200 32.63 32.88 分－2型 

11 No.30+42.65 左 φ200 32.60 32.87 分－2型 

12 No.31+23.50 右 φ150 32.55 32.85 分－2型  
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 構造・形式の選定 

 

 

 

 

 

 

7.2 量水施設 

 

 

7.3 水位調整施設 

 

 

 

 

7.3.1 位置・流量・水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)7.1 に準じる。 

 

 

a)7.1 に準じる。 

ただし、5.3 調整水位の決定と一体的に検討し決定した事項

については、5.3 の記述と重複しないように留意する。 

 

 

現況水路 番

号 
測 点 

左
右
岸 規 格 布設標高 

水位痕跡 型 式 

79 No.71+43.75 右 φ130 28.13 28.24 一筆取水 

80 No.73+38.60 右 φ130 27.91 28.02 一筆取水 

81 No.73+46.00 左 φ130 27.98 28.01 一筆取水 

82 No.76+ 4.96 右 φ130 27.56 27.74 一筆取水 

83 No.76+ 4.96 左 φ100 27.56 27.73 一筆取水 

84 No.78+41.55 右 φ600 26.93  分－１型 

※最終の No.78+41.55 地点の分水工は、余水吐工の関係から取水口を

No.78+18.00 に移動し、現況分水路の断面に近い U-300 で導くものとした。 

 

  7.1.2 構造・形式の選定 

（例）    型式としては下記の 4種である。 

・一筆取水 ･････  各筆単独で取水するので簡易な分水栓とした。 

・分－1型  ･････  現況が角形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分－2型  ･････  現況が円形開口で簡易スライドゲートを設ける。 

・分－3型  ･････  現況が背割り分水であり、同様に取水口を本線と平行として簡易スライドゲートを 

設ける。 

7.2 量水施設 

（例）  本計画水路は、水位調整施設で水位を調整することから量水施設を設置しない。 

 

 7.3 水位調整施設 

（例）  本計画水路は用排兼用水路であり、水路断面が用水量よりも排水量で決まるような場合には、計画用水時には水位

が低くなる。また、用水流量の変動により水位変化も起こる。従って、現況機能保持としての現況水位痕跡の確保か

らも安定した分水位を得るために水位調整施設を設置する。 

 

7.3.1 位置・流量・水位 

（例）      水位調整施設の設置は、水路系全体を通じ、各分水工の安定取水に必要とするチェック水位(現況水位痕跡)を全

て確保するよう配置する。また、小分水工が比較的数多く接近している区間や大分水工の直上流に設置することが

好ましく、水路の曲線部やサイホンの直下流に設置しないことが望ましい。 

本計画水路では、水路断面決定の際の水路勾配において周辺の排水、橋梁部のクリアランスを配慮し、現況水路

天端に極力合わせているが、現況水位痕跡の位置が天端より約12㎝程度下の箇所が多々あり、最低でも余裕高が

10cm以上取れるように計画した。 

次頁の概略水路縦断から解るとおり次の位置に設けた。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  

 

※設計水位（NWS）は、設計基準『水路工』P○○の比較表ではチェック水位+（10～30cm）、メーカー聞き取り

においてもチェック水位+（10～20㎝）と回答があり本設計段階では、+10㎝として計画した。 

 

 

名 称 測 点  名 称 測 点  

1 号チェック No.20+10.00 34.44m 13 号チェック No.55+34.50 29.72m 

2 号チェック No.23+19.00 33.82m 14 号チェック No.58+ 2.00 29.36m 

3 号チェック No.24+42.00 33.65m 15 号チェック No.59+37.00 29.15m 

4 号チェック No.26+26.50 33.43m 16 号チェック No.63+20.00 28.87m 

5 号チェック No.31+24.50 32.94m 17 号チェック No.64+48.00 28.76m 

6 号チェック No.33+21.00 32.63m 18 号チェック No.66+38.00 28.61m 

7 号チェック No.37+ 4.00 32.47m 19 号チェック No.69+41.00 28.38m 

8 号チェック No.39+19.50 32.30m 20 号チェック No.71+45.00 28.27m 

9 号チェック No.40+12.00 32.23m 21 号チェック No.73+47.00 28.02m 

10 号チェック No.41+38.00 32.11m 22 号チェック No.76+ 6.00 27.74m 

11 号チェック No.43+30.00 31.68m 23 号チェック No.78+19.00 27.63m 

12 号チェック No.53+32.00 29.97m    
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

7.3.2 構造・形式の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 構造・形式の選定 

（例）      水位調整施設の方式としては、上流水位制御方式と下流水位制御方式があり、これらの特徴は次頁の比較表のと

おりである。（設計基準水路工 P.555 より抜粋） 

本水路の場合のチェック方式は、次の理由により上流水位制御方式とする。 

1)現況水路が角落しにより堰上げをし、取水していることから上流水路制御方式にした方が機能保持の面から

も良い。 

2)下流水路制御方式の場合、チェック水位（C.W.S）が次のチェックまでの間、設計水位（N.W.S）より高いた

め開水路の側壁のかさ上げが必要となると同時に、水位の上昇による排水不良や橋梁工とのクリアランスの

問題がある。 

3)下流水路制御方式の場合、上記の様に水路のかさ上げが必要となり、かつ損失水頭も増加するため実際に設

置するには設置間隔を短くする必要があり費用が増大し不経済となる。 

 

表-○.○ 上流水位制御方式と下流水位制御方式との比較表 

項 目 上流水位制御方式 下流水位制御方式 

チェックゲートの機能 

チェックゲートは、上流水位の変化

（流量の変化）により作動し、自動

的に開度を調節し上流水位を一定に

保つ形式が多い。 

チェックゲートは、下流水位の変化（上流からの流

量の変化）により作動し、自動的に開度を調整し下

流水位を一定に保つ。 

分水の順序 上流に位置する分水工から分水。 下流に位置する分水工から分水。 

チェック水位の位置 
設計水位又は若干その水位を下げて

設定する。 

設計水位又はその水位を上げて設定する。 

水路全体の水理計算 等流及び不等流の水理計算を行う。 等流及び不等流の水理計算を行う。 

チェック工の水頭損失 少 多 

チェック工の数と工事費 少 多 

水路断面の修正 

チェック工の配置による開水路断面

の修正はない。 

次のチェック工までの間では、チェック水位が設計

水位より高いため、開水路やトンネル等に必要なフ

リーボード又は嵩上げを必要とする。 

連続設置の場合 

チェック水位の重なりは必ずしも必

要とされないので、設置間隔には制

約はない。 

チェック水位は上流から保つ。 

施設機能上、下流チェック工のチェック工水位が上

流チェック工に達している必要があり、連続設置が

余儀なくされる。水量損失も大きいので数も増え

る。チェック水位は下流から保つ。 

分水工の操作（分水量の

増減）の影響 

チェック工下流に対しては流量変化

として現れるが、下流チェック工は

チェック水位を保つことができる。 

上流に対し水理的に伝達し、理論上は取水ゲートの

開閉までは連動させることができる。 

水路事故が生じた場合の

ゲートの挙動 

取水口ゲートを閉塞すれば、取水口

から事故地点のチェックゲートは自

然閉塞する。 

取水口ゲートを閉塞しても、取水口から事故地点間

のチェック工は自然閉塞しないため、水路内に取入

れられた水量すべてが事故地点まで流下する。 

放水工・余水吐の位置 位置はチェック工の直上流が原則。 特別に配慮しなければならない。 

管理余剰水の処理 調整池がない限り無効放流となる。 水路内に貯留して有効に利用できる。  
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7.4 余水吐 

 

 

 

 

7.4.1 位置・流量 

 

 

 

 

 

a)7.1 に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 余水吐 

（例）    本設計終点部のサイホンは、当初の基本計画書から計画用水時=○.○○○m3/s、計画排水時=○.○○○m3/sとし

て設計施工されている。本計画において計画最大排水量=○.○○○m3/sが流れ込むこととなったことより余水吐を

設ける。 

 

7.4.1 位置・流量 

（例）   (1)余水吐の位置 

余水吐工の位置としては、既設サイホン取付工の水路壁を越流堰として余水吐を設けようと考えたが主水路

が一様水路の場合の越流堰長を求めるとL=○○○mとなり不可能である。 

また、道路下に暗渠の形で設けると用地上は良いが現場打ちコンクリート施工となることから、施工性の問題

とオープン水路では無いので維持管理の問題があり困難であると思われる。 

よって、道路横断前の農地を利用し新設出来るよう検討する。 

(2)流量 

余水吐の設計流量（余水量）は、余水吐計画位置を考えて流域○は余水吐越流後の余水吐水路に流入させる

ものとし、サイホン取付工においては計画排水時=○.○○○m3/sの受け入れが可能として次のとおりとする。 

上流水路流量  Q1=○.○○○m3/s (1/10確率排水量) 

下流水路流量  Q2=○.○○○m3/s (当初計画排水量) 

Q =○.○○○m3/s (計画用水量) 

余 水 量  Qw=Q1-Q2=○.○○○m3/s 

余水吐水路流量Qh=Qw＋流域○=○.○○○m3/s 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

7.4.2 構造・形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 接続水路等 

 

 

7.5 放水工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)7.4 に準じる。 

 

 

 

7.4.2 構造・形式 

（例） 

 

 

7.4.3 接続水路等 

（例）     余水吐水路は、サイホン取付工の排水桝に接続し、○○○に放流する。 

 

 7.5 放水工 

（例）     本来、放水工は余水吐と併設して設置する場合が多いが、○○水路の立地条件により水理、構造的に安全に排除

できないので設置しないこととした。 

 

○○地区の放流河川となる○○川は、放流可能流量が○.○m3/s となっている。この能力で放水工を設けると放流可

能流量を○.○m3/s 超えてしまうため、安全性に問題があることから設置しないこととした。 
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第 ８ 章 その他施設の設計 

 

 

 

 

 

 

8.1 法面保護工 

8.1.1 法勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法面保護工・安全及び管理の各施設について、設計条件・

設計方針に基づいて実施した設計過程と結果を記述する。 

(2) 法面保護工は、比較的長大な法面のない場合及び一般的な

工法を採用する場合は、その旨を記述し、詳細な説明は省

略してよい。 

(3) 記載要領は、第 7章に準じる。 

 

a)比較検討の過程についても記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ８ 章 その他施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 8.1 法面保護工 

8.1.1 法勾配 

（例）      切・盛土の法勾配を選定するに当たって、下表（設計基準『水路工』P○○）より求めた。 

表-○.○ 切土の標準法面勾配 

地山の土質 切 土 高 勾  配 

硬   岩  1:0.3～1:0.8 

軟   岩  1:0.5～1:1.2 

砂 密実でない粒度分布の悪いもの  1:1.5～ 

5m 以下 1:0.8～1:1.0 
密実なもの（締まっているもの） 

5～10m 1:1.0～1:1.2 

5m 以下 1:1.0～1:1.2 
砂 質 土 

密実でないもの（暖いもの） 
5～10m 1:1.2～1:1.5 

10m 以下 1:0.8～1:1.0 密実なもの、又は粒度分布の 

よいもの 10～15m 1:1.0～1:1.2 

10m 以下 1:1.0～1:1.2 

礫質土、砂利又は 

岩塊混じり砂質土 密実でないもの、又は粒度分布の悪い

もの 10～15m 1:1.2～1:1.5 

粘 性 土注２） 10m 以下 1:0.8～1:1.2 

5m 以下 1:1.0～1:1.2 
岩塊又は玉石混じり粘性土 

5～10m 1:1.2～1:1.5 

 

表-○.○ 盛土材及び盛土工に対する標準法面勾配 

盛 土 材 料 盛土高 勾 配 摘 要 
5m 以下 1:1.5～1:1.8 

粒度のよい砂（S）、礫及び細粒分混じり礫（G） 
5～15m 1:1.8～1:2.0 

粒度の悪い砂（SG） 10m 以下 1:1.8～1:2.0 

10m 以下 1:1.5～1:1.8 
岩塊（ずりを含む） 

10～20m 1:1.8～1:2.0 
5m 以下 1:1.5～1:1.8 砂質土（SF）、硬い粘質土、硬い粘土（洪積層の硬い

粘質土、粘土、関東ロームなど） 5～10m 1:1.8～1:2.0 
火山灰質粘性土（V） 5m 以下 1:1.8～1:2.0 

基礎地盤の支持力が十分
にあり、浸水の影響のな
い盛土に適用する。（ ）
の統一分類は代表的なも
のを参考に示す。 

注）盛土高とは、法肩と法尻の高低差をいう。 

 

表-○.○  各法面勾配選定結果 

切・盛 切土面・盛土材料土質 切土・盛土高 (m) 標準勾配 i 

レキ質土 ○○.○ 1:○.○ 
切土 

軟岩 ○○.○ 1:○.○ 

盛土 レキ質土 ○○.○ 1:○.○  



Ⅰ－６９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

8.1.2 保護工の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 安全施設 

8.2.1 位置の選定 

 

 

 

 

 

8.2.2 構造・その他 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 管理用道路 

 

 

 

 

 

 

8.4 除塵施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)8.1 に準じる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)8.1 に準じる。 

 

 

 

 

 

 

a)8.1 に準じる。 

 

8.1.2 保護工の選定 

（例）      法面保護工の工種選定に当たっては、土質、気象条件、経済性等から総合的に判断するものとする。 

盛土及び切土法面については、設計基準『水路工』P○○の選定表より次のように決定した。 

 

表-○.○  各法面保護工法選定結果 

切・盛 切土面・盛土材料土質 工法 

レキ質土 厚層基材吹き付けt=○.○㎝ 
切土 

軟岩 モルタル吹き付けt=○.○cm 

盛土 レキ質土 種子吹き付け 

 

 8.2 安全施設 

8.2.1 位置の選定 

（例）      計画水路の両側および橋梁部については、水路内への転落および危険箇所等への立入り防止を目的として、防護

柵を設置するものとする。 

なお、安全ロープ等を設置する箇所については、計画水路の両側に扉（B:○.○m）を設けることとする。 

     設置位置は、別紙防護柵設置位置図を参照。 

   

8.2.2 構造・その他 

（例）      1)メッシュフェンス  H=○.○m 

・計画水路の両側（一般部） 

2)ネットビーム型転落防止柵 

・橋梁部（道路構造令に準拠する橋梁は除く） 

・計画水路の片側（管理用道路側）で橋梁部に接続する上下流○○m区間 

防護柵の下部は、水路内のゴミの掻き上げ等を考慮して○○cm のすきまをとる。 

 

8.3 管理用道路 

（例）   管理用道路は、水路完成後の水管理および施設管理等を目的に計画水路の右岸あるいは左岸のいずれか一方に設

けるものとする。 

本設計区間においては、既設管理用道路が右岸側に設置されていることから、計画においても基本的に右岸側に設

置するものとする。なお、水路用地幅が狭く計画水路と管理用道路が併設できない区間については、計画水路を暗渠

形式とし、その上部を管理用道路とする。 

 

 8.4 除塵施設 

（例）    本設計区間の直上流に除塵施設を設置する計画となっている。また、本設計区間内における自然ごみ、生活廃棄物

が入り込むおそれは少ない。さらにゲートを転倒ゲートとするため、除塵対策をする必要はない。 

したがって除塵施設は設置しない。   

 



Ⅰ－７０ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ９ 章 環境との調和への配慮 

 

 

 

基本設計において、環境との調和への配慮に関する概要、検討

内容及びその結果等を記述する。 

 

・「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計

の手引き」（平成１４年３月１９日付け農村振興局計画部長及

び整備部長通知）を参考に、当該業務で検討した内容等を具体

的に記述する。 

 なお、水理計算、構造計算等の詳細については、前述の該当

する各章に記述するものとする。 

第 ９ 章 環境との調和への配慮 

（例）9.1 計画の概要 

    当該幹線用水路改修に当たり、県、市町、土地改良区等の関係機関の意見・提言を受けながら、「○○○事業○○○

検討委員会」において環境整備構想が策定され、自然と調和した景観等に配慮した施設整備を行うことで計画決定さ

れている。 

 

（例）9.2 設計の要点 

 路線設定は、農家を含む地域住民、○○自然の会、○○市および発注者との協議により次のように決定した。 

区間１ 「景観に配慮した水路整備区間」(No.○○＋○○.○○○～No.○○＋○○.○○○) 

○○神社からの参道の脇を流れる区間で、既設水路・参道との景観の連続性に配慮するため、石張水路と

する。 

区間２   : 

  ：     : 

区間５ 「生態系に配慮した水路整備区間」(No.○○＋○○.○○○～No.○○＋○○.○○○) 

農村集落の景観と水路周辺の生態系（魚類・貝類）の保全を行うため、片側を魚巣ブロック＋石積護岸と

し、対岸はＬ型水路とする。また、魚巣ブロックには深みをつくり、貝類の生息に配慮して玉石・砂利等

を入れる。また、魚類の生息に配慮して、流速は 0.5m/s 程度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 位置図 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 10 章 コスト縮減対策 

 

 

 

 10.1 コスト縮減対策の提案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.1.1 ****工に関するコス

ト縮減対策の検討 

 

 

 

 

  10.1.2 ****施設に関するラ

イフサイクルコスト

低減の検討 

 

 

 

当該業務で実施したコスト縮減対策に関し、検討の視点、内

容及びその結果等、成果物への反映状況を具体的に記述す

る。 

 

・「農業農村整備事業等の新コスト縮減計画について」（平成

12 年９月１日付け農村振興局長通知）に基づく、具体的な

コスト縮減施策の取り組みを行うため、当該業務で検討し

た具体的内容を記述する。 

 

・コスト縮減に資する検討項目(新材料や新工法の採用・ライ

フサイクルコストの低減に資する施設の導入・環境負荷の軽

減や環境に配慮した施設の検討など)として、当該業務の受

注者の提案等に基づき実施した検討内容(比較検討の過程や

結果)を整理し記述する。 

 

・また、検討の前段として、上記によりコスト縮減施策を提

案・検討するに至った経緯(提案の前提条件、提案者は甲か

乙か)、検討による効果(縮減費用や環境負荷の軽減内容)な

どについても具体的に記述する。 

 

 

第 10 章 コスト縮減対策 

 

 

 

 10.1 コスト縮減対策の提案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.1.1 ****工に関するコスト縮減対策の検討 

 

 

 

 

 

  10.1.2 ****施設に関するライフサイクルコスト低減の検討 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 11 章 施工計画 

11.1 工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

a)工法の選定に当たって、比較検討した工法（選定工法含む）

の概要と評価結果及び選定の理由を記述する。 

 

 

 

 

 

第 11 章 施工計画 

 11.1 工法の選定 

（例） 当該地区は、水路に対して家屋が近接しており、開削工法では宅地への影響が大きいものと考えられるため、土留工

法を計画する。また、各民家の出入り口については出来る限り早急に開放する必要がある。 

    以上から、本施工計画による土留工は極力家屋に影響を与えない工法として、オープンシールド工法又は沈埋工法を

採用することが望ましい。 

    従ってこの 2工法については、更に比較検討を行うものとする。 

 

表-○.○ 工法比較検討 

 オープンシールド工法 沈埋工法 

工法の概要 

土留めを兼ねたシールド機が、後方に埋設され

た本体周囲の埋戻し土に反力を取りながら推進

し、シールド機内に確保された空間で本体の据

付けと埋戻しを行う工法。 

安定液を充填しながら本体を布設するための溝を掘削

し、安定液の中へ本体を沈埋・固定させる。最終的に

安定液を本体と一体化して固化させる工法（安定液掘

削工法） 

工法の特性 

1)粘性土～玉石、礫質土の土質に適用できる

が、切羽の自立が懸念される場合は、補助工

法が必要である。 

2)帯水層での施工は補助工法を必要とする。 

3)構造物の周囲にシールド機の反力（推進力）

を取り、埋戻し土の締固めを同時に行う。 

4)基盤は砕石、PC 板で行う。 

5)掘削と同時に支保工が完成し、安全性が高

い。 

1)地盤改良等の補助工法は不要である。 

2)水替が不要で周辺地盤に影響を与えない。 

3)構造物の周囲を一体化して固化するので地震に対し

て強い 

4)特別の基礎工は不要である。 

5)トレンチ内の作業が無く労働安全性が高い。 

 

問 題 点 

1)平面ルートの折れ点部(IA≧10°)は、函渠布

設が出来ない。   

2)後方の埋戻し土を主反力とし推進する為、良

質土が必要。 

1)最終スパンの施工で産業廃棄物（汚泥）が発生す

る。   

2)掘削残土の含水比が高い場合が仮置き場の確保など

取扱いに注意が必要。 

経 済 性 600 千円/m 800 千円/m 

施 工 性 日進量 2.0m 日進量 1.0m 

判   定 ◎ △ 

 

     よって、本施工区間における民家等に近接する区間はオープンシールド工法を採用するものとする。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.2 仮設計画 

 

 

 

 

 

 

11.2.1 仮設用地計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)地域の実情・施工条件等を検討して、工法・工程計画等に即

して策定した仮設計画を記述する。 

b)設計に採用した規模・構造・区間等を一覧表で記述する。そ

の算定根拠は巻末等に添付する。 

c)仮設施設等の設計に用いた荷重・土質条件・強度等の条件を

明示する。 

 

a)工事に必要な施工基地、仮設備ヤード等の位置・概略の規模

等を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.2 仮設計画 

 

 

 

 

 

 

11.2.1 仮設用地計画 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 仮設計画平面図 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.2.2 工事用道路計画 

 

 

a)施工区域への工事用車両等の進入路計画等を記述する。 

 

 

11.2.2 工事用道路計画 

（例）  1)工事区間への進入路 

進入路は、以下の点に留意し決定した。 

(1)道路幅員調査より、4.0m 程度以上の道路を対象として計画する。 

(2)周辺住民への影響を考慮し、集落内は通過しないこととする。 

2)仮設道路 

埋設物の影響を考慮し、影響の少ない側の護岸堤防を仮設道路として利用する。 

○○集落内は、堤防が生活道路であるため仮設道路としての使用は不可能であり仮設道路は水路内に計画す

る。 

堤防を仮設道路として使用できる区間は、下記の区間である。 

・○○橋～○○橋の○岸堤防 

・○○橋～○○橋の○岸堤防 

3)水路内仮設道路への進入路 

工事は半川締切で行い、工事中切り替えを行うため、それに対応できる構造とする。切り替えの容易さか

ら、進入路は桟橋形式とする。 

図-○.○ 進入路詳細図 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.2.3 用水確保計画 

   

 

 

 

 

 

 

a)工事施工期間中に既設水路等の通水確保を要する場合の仮設

計画を記述する。 

 

 

 

 

 

 

11.2.3 用水確保計画 

（例）     仮廻し計画流量から、仮廻し管路断面およびポンプの必要台数･規模の算定を行う。 

なお、仮廻し管路の設置位置は、2.0m パーム上を利用するものとする。 

・設計条件 

仮廻し計画流量 Q：仮廻し計画流量は、Q=○.○○m3/s とする。(仕様書より) 

検討区間 No.○○+○○.○○～No.○○+○○.○○ ：○○○○m 

敷高   EL=○○.○○    EL=○○.○○   (CWS ○○.○○○) 

 

表-○.○ 各区間毎の設計流量 

※○○指示事項(平成○年○月○日) 

ブロック 

 

区 間 
1)使用水量 

(m3/s) 

2)断面上の使用水量 

1)×24/10(m3/s) 

3)断面毎の流量 

(m3/s) 

4)断面毎の仮廻し流量 

4)=3)+2)×1/2(m3/s) 

○○ ○○～○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○ 

○○ ○○～○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○ 

○○ ○○～○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○○ ○.○○ 

： ： ： ： ： ： 

計 ○.○○○ ○.○○○   

 

仮廻し管 L:仮廻し管の延長、管径、管種は比較検討を行う。 

曲管個数 n:パーム曲線区間及び放流部については、曲管を設置する必要があるため、 

その損失を考慮する。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

図-○.○ 仮廻し用水管路線図 

 



Ⅰ－７７ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.2.4 仮排水計画 

 

 

a)工事施工期間中に必要な仮排水の位置・規模について記述す

る。 

 

 

  11.2.4 仮排水計画 

（例）     仮廻し水路の工法検討 

当地区の現状（水路幅○～○m、仮排水量○.○m3/s）から考えて、工事期間中（非かんがい期）の仮廻し水路

として、自然流下系に以下の方法がある。 

(1)放流排水路の利用 

工事区間上流の水路内に、仮締切り堤（全水路幅又は一部）を設けて堰上げ、水路から排水できる排

水路を利用する。 

 

(2)堤外に仮廻し水路設置 

工事区間上流の水路内に、仮締切り堤（全水路幅）を設けて堰上げ、護岸設置側の堤外に仮廻し水路

を設置し、工事区間の下流部で本川に取り付けて仮廻しする。 

(3)半川締切り 

工事区間の水路内を半分締切り、片側は工事施工、反対側は仮廻し排水路として利用する。片側工事

完了後、仮締切りの切替えを行う。 

 

 



Ⅰ－７８ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.2.5 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11.3 工事用資・機材計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)特注を要する資材・機械等の確保計画を記述する。 

b)一般的な資材・機械等に関する記述は省略してよい。 

 

 

 

11.2.5 その他 

（例）     用水路の利用 

         工事区間上流の水路内に、仮締切り堤（全水路幅又は一部）を設けて堰上げ、用水路チェック工の放流工

を逆流させて用水路下流で放流する。 

 

11.3 工事用資・機材計画 

（例） コンクリートブロックの設置を行うが、ブロック 1 枚当り重量（○○○kg/枚）から、経済性･施工性･工期などを総

合的に判断すれば人力施工は不適切である。従って、本計画では、機械施工とする。 

    吊り込み機種は、進入路及び工事用道路の幅員が○m であることから、大型のクレーン設置は困難である。従って、

小型の○.○tラフタークレーンを使用することが本計画については、最も適切であると判断される。 

 

 

 



Ⅰ－７９ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.4 施工計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 環境対策 

 

a)施工手順及び施工方法の概要を記述する。 

b)一般的な工法の場合は、施工方法の記述を省略してよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)施工条件・設計方針に基づいて策定した工事施工に関する環

境保全対策を記述する。 

 

 11.4 施工計画 

（例） ・作業性に富む工法の必要性 

進入ヶ所と橋梁による交通阻害（特に高さ制限）、民家の水路への接近、家々の連接（密集）による工事へ

の影響など、必要によっては、掘削時点で法面保護（補強）工など考慮すれば、水路断面の確保は壁面型状に

密接に関係する。 

殊に本工事においては、民家の連接区間となる○○橋より△△橋に至る○、○、○、○区間（○○○m）に

は、作業性に富んだ（重視した）工法の選択が必要である。下に例をあげて、手順を示す。 

 

 

 

 

 

 

             （手順） 

（左岸） （右岸） （左岸） （右岸） 

1)パネル張工 1)－3) 1)土留鋼矢板工 1)土留鋼矢板工 

2)小段ブロック張 4)締切工撤去 2)取こわし掘削 2)取こわし掘削 

3)底ブロック張  3)ブロック積 3)ブロック積 

4)締切工移設  4)埋戻し 4)’趾撤去 4)埋戻し 4)’趾撤去 

  5)小段コンクリート 5)小段コンクリート 

  6)底コンクリート 6)底コンクリート 

  7)締切工移設 7)締切工撤去 

 

（パネル張） 

 

（ブロック積） 

（要点） （要点） 

a)パネル張工はどこからでも施工できる。 a)手数が多い。 

b)工事手順に重なり、戻りが少ない。 b)工事手順に重なり（同一ヶ所で種々工種あり）、 

  手戻りが多い。 

 c)殊に土砂の移動、土留鋼矢板は、重大要素になる。 

 

 11.5 環境対策 

（例）  1)工事現場は常に整理整頓に努め、工事に使用する機械、機具、資材などをほ場や路上に放置しないように注意 

する。 

2)ダンプトラックなどの土砂、資材運搬にあたっては路上への落下防止を考慮し、帆布にて覆うなどの措置を講 

じる。 

3)重機作業（積・卸作業を含む）に当たっては、一般交通への危険防止及び人家、架線などの損傷防止のため、 

見張人の設置又は必要な保護措置を講じる。 
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工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

11.6 工程計画 a)概算工事期間を、その根拠を添えて明記する。 

b)既設施設改修の場合等で、工区割りと施工順序に関する特記

事項があれば併記する。 

 11.6 工程計画 

（例） ・工期の制約（6ヶ月＝180 日） 

       

・○○集落区間の工程計画について以下に検討する。 

当区間の現場条件より、工区割は2工区案と3工区案が考えられる。各案の概略の工程計画を別添資料に示す。 

各案の工程表比較から以下の事が判断できる。 

なお、パネル護岸との比較のため、ブロック積護岸の場合の工程も併せて添付してある。 

・パネル護岸工法は約1ヶ月の工期短縮が図れる。 

・3工区案は工程に無駄がない。 

・2工区案は6ヶ月以内に工事完了することができない。 

・橋梁改修があるため、できるだけ工程は余裕があるほうが有利である。 

以上から、工期に余裕があり、工程に無駄のないパネル護岸 3工区案を採用する。 
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項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  表-○.○ 工程比較表 
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項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 12 章 工事費の概算 

12.1 概算条件 

 

 

 

 

12.2 工事費概算書 

 

a)概算方法・概算の前提条件及び概算時点などを記述する。 

 

 

 

 

a)単価表・内訳明細書の構成は、工事費総額を水路の区間別・

規模別等に容易に分析できるように工夫する。 

b)概算数量計算書・単価表・その他工事費概算のために作成し

た資料は、巻末などに添付する。 

 

第 12 章 工事費の概算 

12.1  概算条件 

（例）      m 当り工事費 

・土工費等の単価は近傍地区の単価によった。 

・その他必要に応じて積算資料によった。 

 

12.2 工事費概算書 

（例）  

第     号 

○○○○ 水 路      工 事 費 明 細 書 

 

金  ○○○,○○○  千円  

1m あたり 

内           訳 

 

名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額(千円) 摘 要 

（土工）       

石積取壊し  ○○.○ m3 ○○○,○○○ ○○○,○○○  

掘削  ○○.○ m3 ○○,○○○ ○○,○○○  

切土面仕上げ  ○○○.○ m2 ○○,○○○ ○○,○○○  

埋戻  ○.○ m3 ○,○○○ ○,○○○  

       

（本体工）       

護岸工       

パラペット工       

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 小構 18-8-40 ○.○ m3 ○○,○○○ ○○,○○○  

 型枠 小構 � 1 ○○.○ m2 ○○,○○○ ○○,○○○  

 養生 小構 ○.○ m3 ○○,○○○ ○○,○○○  

 目地板取付 エラスチックフィラーt=10mm ○.○ m2 ○○,○○○ ○○,○○○  

小 計     ○○,○○○  

 

 

      

計     ○○○,○○○  

諸経費     ○○○,○○○  

       

合 計     ○○○,○○○  

       

 

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･
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第 13 章 今後の課題 

 

 

13.1 調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 設計内容に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 工事費に関すること 

(1) 実施設計段階でさらに検討すべき事項及び実施設計に当

たって留意すべき事項を、様式の項目別に記述する。 

 

a)調査すべき事項とその方法等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)データ不足等のために基本設計段階で詰めきれなかった事

項・水理シミュレーションの必要性・その他。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)工事費縮減に関する課題・提言・その他。 

第 13 章 今後の課題 

 

 

 13.1 調査に関すること 

（例）   1)本線水路について 

現状において水路用地が調査されていないため、本設計においては現況水路幅に管理用の盛土幅を加えた幅を水

路用地と推定して計画している。 

従って、今後水路用地を明確に把握すると共に、用地買収の必要性について検討する必要がある。 

2)分水工について 

現在使用されていないと思われる直接分水工があるので、その廃止等について地元と協議し調整する必要があ

る。 

3)チェックゲートについて 

本設計においては、チェック水位＝現況痕跡水位として設計したが、現況痕跡水位が明確でないので、最大用水

時期に水位調査及び聞取り調査を行う必要がある。 

 

 13.2 設計内容に関すること 

（例）   1)本線水路について 

計画水路断面が現況断面より大きくなることから、用地上、水路センターの移動や水路構造の変更が生ずる可能

性がある。 

2)チェックゲートについて 

(1) チェック水位を確保するためのゲートの倒伏角度は上流側の流量によって定まる。従って、各設置位置にお

ける期間別の流量及び管理体系を明確にした上で検討する必要がある。 

(2) 本設計においては、現況機能の維持を主として現況分水位が確保されるようにチェックゲートを計画したと

ころ、設置個所が○○箇所と多くなった。 

従って、現分水工の要否及び統合を検討することにより、ゲート設置個所数を減らすことができる。 

3)余水吐工について 

(1) 水路末端部の県営サイホン取付工の直前には余水吐工が必要となるが、余水吐工の規模、設置位置から宅地

部の用地買収が必要となる。 

従って、宅地部の用地買収が不可能な場合は、他の場所に余水吐水路を設けるか、道路下に埋設するか等の

再検討が必要である。 

(2) 余水吐工計画後、サイホン取付工の末端に県営の分水工を設置する計画が明らかになったので、今後の実施

設計においては注意する必要がある。 

 

13.3 工事費に関すること 

（例）     (1)パネル工法は、経済性を加味して使用材料の詳細な検討が必要である。 

        (2)ブロック積護岸は、経済的に有利と考えられる大型積ブロックを検討する必要がある。 



Ⅰ－８４ 

工 種 水 路 工   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

13.4 その他 a)環境対策・その他。 13.4 その他 

（例）   1)家庭用雑排水の処理について 

(1) 汚水管路には、マンホールを最大で○○m以内の間隔で設ける必要がある。（汚水管路の清掃のため） 

(2) 家庭用雑排水の放流については、放流先や処理施設の設置等の問題点を県（市）と協議の上、決定する必要が

ある。 

(3) 汚水管路の縦断計画において、汚水管路高が本線水路底以下となる区間があり、（No.○○～No.○○）この区

間では自然流下方式の汚水管を本線に取り付けることができないので注意が必要である。 

(4) 国道○号及び○○バイパスにおける汚水管路の横断方法は困難であるが、既設暗渠（ボックスカルバート）の

断面に余裕があるので、暗渠内に管路を添加させることは可能であると考えられる。 

  

 




